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＜は じ め に＞ 
2012年に始まった景気回復・拡大は、すでに戦後最長となっていますが、米中対立によりソ

ビエト崩壊以降の国際的枠組みが変化しつつあり、国として、地域として、産業・企業として、

「米中新冷戦」に的確に対応していく必要があります。激変の時代においては、激変に耐えう

る「強固な日本経済」の構築が不可欠です。「強固な日本経済」は「強固な地方」なしにありえ

ず、「強固な地方」は「強固な現場」なしにはありえません。国の政策はもちろん、地方自治体

においても、「強固な地方」「強固な現場」を構築するための政策推進が不可欠です。 

金属産業には、 

・長期的な観点に立った経営が必要であること。 

・人材（人的資産）が決定的に重要であり、チームワークで成果をあげる仕事であること。 

・グローバル経済を生き抜いていくための独創性が不可欠であること。 

・バリューチェーン全体として強みを発揮する産業であること。 

といった特徴があります。長期にわたる経験によって蓄積された現場の従業員の技術・技能や

ノウハウ、判断力と創意工夫、それらを発揮することによる技術開発力、製品開発力、生産管

理力などの「現場力」が日本のものづくり産業の「強み」となっていますが、第４次産業革命

が急速に進展し、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボットなどによりデジタル化・インテリジ

ェント化が進む中にあっても、システム全体をどのように活用し、どのようにカイゼンを重ね

ていくかが競争力の源泉であり、「現場力」が決定的に重要であることには変わりがありません。 

金属労協は従来から、 

＊民間産業に働く者の観点 

＊グローバル産業であり、かつわが国の基幹産業であるものづくり産業に働く者の観点 

＊なかでも、その中心たる金属産業に働く者の観点 

に立って政策・制度課題の解決に取り組んできました。策定中の「2019年政策・制度要求」で

も、 

Ⅰ．「強固な日本経済」の構築をめざすマクロ経済政策 

Ⅱ．「攻め」の産業政策としての第４次産業革命対応 

Ⅲ．「付加価値の適正循環」と人材の確保・育成 

Ⅳ．「良質な雇用」の確立と労働ＣＳＲの推進 

Ⅴ．「脱炭素社会」を見据えた環境・エネルギー政策 

という５つの柱の下で検討を進めています。 

地域では、地域ごとの事情を反映した産別としての政策・制度の活動がまず第一に重要です

が、それとともに、金属労協の掲げる政策・制度要求に関しても、金属労協の地方ブロックと

地方連合会金属部門連絡会など金属産業の都道府県別組織とが連携を図り、地方連合会を通じ

てその実現を図るべく、活動を展開していくことが、大きな意義を持っています。 

各地域で政策議論を進める中、この「地方における政策・制度課題2019」に盛り込まれた項

目についても検討し、連合内の他組織との意見交換・情報交換、地元産業界やその他関連組織

に対する理解促進活動を進めつつ、実現に向けた活動を積極的に展開していくこととします。 
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Ⅰ．地方政策実現に向けた取り組みの進め方 
 

「民間・ものづくり・金属」の立場からの政策を実現するためには、たとえば以下のような

手順が想定され、金属の労働組合として、積極的な対応を図ります。 

 

➀地方連合会の政策への盛り込みに向けて 

＊まずは、この「地方における政策・制度課題2019」を地方連合会事務局に提出し、検討を

依頼する。 

＊地方連合会金属部門連絡会として、地方連合会に働きかける。 

＊金属部門連絡会としての意見表明が困難な場合、地方連合会の政策策定の場において、金

属の労働組合の参加者が産別の代表として積極的に発言し、地方連合会の政策への盛り込

みを図る。 

＊個別項目ごとに地方連合会に働きかけるよりも、地方連合会事務局に「地方における政策・

制度課題2019」の内容の網羅的な検討を働きかけたほうが、地方連合会の政策に採用され

やすい。 

 

➁実現に向けたその他の行動 

＊金属労働組合組織内で理解を深めるため、各地域において、春季もしくは秋季に「地方に

おける政策・制度課題2019」に関する研修会を開催したり、金属組織の諸会議において勉

強会を実施したりする。 

＊金属の労働組合が地方自治体の首長、担当部局などと懇談する機会をとらえて、政策の考

え方を伝える。 

＊支援する地方議会議員を通じて、政策の実現を図る。 

 

地方政策を要請する際のポイント 

 

➀首長や担当部局、地方議会議員の「心を動かす」ことが重要 

政策要請を行う場合、その中身により、次のような分類ができます。 

①基本的な方向性に関する政策 

②地方自治体がすでに進めようとしている政策 

③具体的でかつ地方自治体として実施予定のない政策 

①、②の政策であれば、前向きな見解を引き出すことは比較的容易です。しかしながら、③

の政策を要請する場合、首長から100％否定的な見解が示されることは少ないものの、担当部局

からは、さまざまな「できない理由」が示されるはずです。 

こうした場合、首長や担当部局、地方議会議員の「心を動かす」ことが決定的に重要となり

ます。こうした人々に、「そうだったのか」「そのとおりだ」「それでいこう」と感じてもらえる

よう、具体的なデータや写真を示し、現場の声を伝え、他の都道府県の実施状況と比較する、

といったことが必要です。自治体が情報を持っていないようであれば、まずは調査からはじめ

るよう、求めていくことも有効です。 
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➁「行政事業レビューシート」の活用が重要 

国では、各府省が実施している約5,000の事業すべてについて、目的や事業概要、予算額・執

行額、内訳、成果目標・成果実績、単位あたりコスト、政策評価、点検・改善結果、支出先な

どを記載した「行政事業レビューシート」を作成し、ホームページで公表しています。都道府

県、市区町村でも、名称はさまざまですが、これに相当するシートを作成・公表している地方

自治体は少なくありません。労働組合から要請しようとする政策に類似の政策がすでに存在す

るのかどうか、その政策は効果をあげているのかどうかをチェックするのにきわめて有効な仕

組みです。 

ただし、すべての事業ではなく、主要な事業についてだけ、シートの作成・公表を行ってい

るところもあります。無駄な事業、効果の少ない事業は、主要な事業の中には入っていないの

が普通ですから、自治体に対し、すべての事業に関し、網羅的なシートの作成を促し、これを

活用して、既存事業の費用対効果などをチェックし、ライバル自治体、近隣自治体を含む他の

自治体との比較を行っていくことがきわめて有効です。 

 

➂ＰＤＣＡサイクルを機能させる 

地方自治体に対する要請項目が、一回の要請活動で実現することはまずありません。担当部

局として本来は賛成なのだが、予算などの関係で否定的な公式見解を示さざるを得ない場合も

あります。否定的な見解にひるむことなく、次の機会に備えることが重要です。首長や担当部

局から示された見解を精査し、金属労協本部とも相談しながら、これを打ち破るためのロジッ

クを組み立て、データを揃え、次の機会により強力な主張が展開できるようにしていきます。 

 

➃ねばり強い取り組みで政策実現を勝ち取る 

「中小企業に対する支援を拡充せよ」「設備投資促進策を拡充せよ」などといった基本的な方

向性に関する政策・制度要求については、地方自治体と労働組合の見解が異なっていることは

少ないので、前向きな見解を引き出すことができると思いますが、具体的でかつ実施予定のな

い政策は、簡単に実現するものではありません。この「地方政策実現に向けた取り組みの進め

方」を参考に、ねばり強い取り組みを進めていきます。 
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担当部局の反応 対　　　　　策

➀似て非なる政策を指し
て、「類似の政策がすでに
ある」「その予算を増額し
た」と言われる場合。

政策要請に際しては、事前の情報収集が重要。「似て非なる政策」
についても事前に検討し、なぜそれではだめなのか、要請する政策
との違いは何か、を明確に説明できるようにしておく。

➁予算がない、と言われる
場合。

他の地方自治体、とくにライバル自治体、近隣自治体の状況や実施
事例などを紹介できるようにしておくと、「○○県に比べて、わが
県は問題が深刻なのではないか」「○○県では実施しているのに、
なぜわが県ではできないのか」といった主張が可能となり、担当部
局からの反論が困難になる。

➂こちらの知っている情報
を長い時間かけて説明し、
時間切れとなってしまう場
合。

あらかじめ、こちらの知っている情報について担当部局に伝え、そ
の部分に関しては、認識に誤りのない限り、説明不要であることを
伝えておく。

➃国が実施すべき政策であ
る、と言われる場合。

「地方における政策・制度課題2019」に盛り込まれている政策課題
に関しては、国の政策になり得るかどうかはともかく、少なくとも
地方自治体で実施可能な政策である。他の自治体での実施事例など
を紹介できるようにしておくと、担当部局からの反論が困難にな
る。また、とくにライバル自治体、近隣自治体の事例は効果的。

➄都道府県から、保育所や
学童保育、介護施設などは
市区町村の責任である、と
言われる場合。

実施主体は市区町村であるとしても、たとえば「子ども・子育て支
援新制度」では、「国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支
える」とされており、市区町村の「子ども・子育て支援事業計画」
の数値の積み上げを基本に、広域調整を勘案し、一定区域ごとに、
量の見込みと確保方策を設定するため、「子ども・子育て会議」を
設置し、「都道府県計画」を策定している。介護保険も市区町村単
位ではあるが、介護保険の財源としては、都道府県は市区町村と同
じ負担（12.5％）を負っており、都道府県の「基金事業計画」に基
づき、「地域医療介護総合確保基金」を活用している。いずれにし
ても、都道府県がまったく関与しない、などということは考えられ
ない。

➅ や り とり が堂 々巡 りに
な っ て しま う場 合。 何を
言っても、同じ回答しか出
てこなくなり、最後には沈
黙してしまう場合。

担当部局からの反論の余地がなくなったということになる。この場
合、たとえ担当部局としては賛成であったとしても、
①財政当局の理解が得られない。
②労働組合とは立場や利害関係の異なる人々に対する配慮により、
　政策として採用できない。
ことなどが考えられるので、首長や地方議会を説得することが不可
欠となる。

担当部局の反応とそれに対する対策
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Ⅱ．具体的な取り組み項目 
 

＜地方自治体や国の出先機関への要請項目＞ 
 

１．ものづくりを中心とした地域経済発展の基盤づくり 

 

➀中小企業振興基本条例の制定・改訂（自治体） 

中小企業振興基本条例を制定・改訂し、国の「中小企業憲章」に則ったものにしていくとと

もに、「ものづくり産業」あるいは「製造業」の中小企業の振興、および「労働組合の参画」と

いったキーワードが必ず記載されるようにすること。（補強）･･･背景説明P.13 

 

➁奨学金返還支援制度などの拡充（自治体） 

地方自治体で設置している奨学金返還支援制度を拡充し、活用拡大を図ること。 

支援対象者の要件は自治体ごとに決定するため、金属産業、ものづくり産業をはじめ、中小

企業、第４次産業革命への対応など新しい成長分野に就職する者に対して適用されるようにす

ること。 

･･･背景説明P.13 

 

➂「行政事業レビューシート」に相当するシートの作成・充実・活用（自治体） 

地方自治体が実施しているすべての事業について、個別に、目的、事業概要、予算額・執行

額、目標・実績、コスト、評価などをまとめたシートの作成・充実を図ること。 

シートを活用し、政策効果が少ないと見られる事業について、廃止・見直しを行っていくと

ともに、同様の政策効果をめざしている関連事業については、整理・統合ができないか検討し

ていくこと。（新規） 

市区町村に対しても、同様のシートの作成・充実・活用を促していくこと。（新規） 

･･･背景説明P.14 

 

➃行革甲子園への参加・活用の推奨（自治体） 

愛媛県が全国の市区町村を対象に実施している「行革甲子園」に市区町村が積極的に参加し、

また、紹介された取り組み事例を活用していくよう、都道府県から推奨すること。 

都道府県版「行革甲子園」を開催するよう、全国の都道府県に提案すること。 

･･･背景説明P.16 

 

➄公契約における下請ガイドライン、自主行動計画などを遵守した適正取引（自治体） 

地方自治体が民間企業に発注を行う際、「情報サービス・ソフトウェア産業における下請適正

取引等の推進のためのガイドライン」や「情報サービス・ソフトウェア産業における適正取引

の推進のための自主行動計画」など、経済産業省の策定している下請ガイドライン、業界団体

の作成する自主行動計画や、経団連、日本商工会議所、経済同友会、全国中小企業団体中央会
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および61の業界団体、47の地方別経済団体が共同でとりまとめた「長時間労働につながる商慣

行の是正に向けた共同宣言」を遵守した取引を行うこと。 

自治体が実施する入札や、締結する公契約が適正かどうかを審査する委員会に、ＩＣＴ関係

の専門家を加えること。（新規） 

･･･背景説明P.16 

 

➅公契約における労働条件審査の導入（自治体） 

民間委託などの公契約を締結する際、全国社会保険労務士会連合会が提案している「労働条

件審査」を導入すること。･･･背景説明P.17 

 

 

２．地域におけるものづくり産業の具体的強化策 

 

➀カイゼンインストラクター養成スクールの開設（自治体・経産局） 

ものづくり企業の従業員、ＯＢなどをカイゼン活動のインストラクターとして養成し、中小

企業に派遣する「カイゼンインストラクター養成スクール」を開設すること。 

･･･背景説明P.19 

 

➁ものづくりマイスターの活用拡大（自治体・労働局） 

「ものづくりマイスター」による工業高校・中小企業などでの実技指導（延べ受講者数）は、

全国で130,957人（2017年度）となっているが、地域での実績が相対的に少ない場合、その活用

拡大を図ること。･･･背景説明P.23 

 

➂ものづくりマイスターの活用などに際しての労働組合などの参画（労働局） 

「ものづくりマイスター」の活用などを行う「若年技能者人材育成支援等事業」において設

置される連携会議には、ものづくり産業の労働組合の代表や工業高校の代表をメンバーとして

加えること。･･･背景説明P.23 

 

➃事業引継ぎ支援センターの強化（自治体、経産局） 

中小企業の事業承継支援のため各都道府県に設置されている「事業引継ぎ支援センター」の

周知徹底を図ること。地域の状況により必要な場合には、相談窓口を増設すること。 

世代交代に際し経営者の親族に後継者がいない場合などとともに、人材を採用し、人材を引

き留めるために必要な賃金・労働諸条件の確保が不可能な状況にある企業に関しても、従業員

への承継、親事業者との統合やバリューチェーン内における同業他社との統合を含め、事業引

継ぎ支援を行っていくこと。（新規） 

これまでに実施されたＭ＆Ａにおいて、譲受先企業が買収後、労働者の団結権・結社の自由

統一取り組み項目 
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を侵害したり、賃金・労働諸条件の引き下げを行った事例が見られる場合は、そうした情報を

収集し、譲渡を希望している企業に提供すること。（新規） 

･･･背景説明P.23 

 

➄中小企業で働く若者の技能五輪への挑戦支援（自治体） 

工業高校や工業高等専門学校に設置されている専攻科なども活用し、中小企業で働く若者が

積極的に技能五輪全国大会、技能五輪国際大会に挑戦できるよう、支援体制を拡充すること。

（補強）･･･背景説明P.24 

 

➅海外事業展開を図ろうとする地元企業支援（自治体） 

海外事業展開を図ろうとする地元企業に対し、海外での中核的労働基準（結社の自由・団体

交渉権、強制労働の禁止、児童労働の廃止、差別の排除）遵守の重要性について、周知徹底す

ること。･･･背景説明P.25 

 

➆地域活性化に向けたふるさと納税の活用（自治体） 

ふるさと納税の使途については、通常の歳出では予算が確保されにくい教育予算や産業振興

など、地域活性化に資するものとし、たとえば、 

・専門高校の産業教育設備の購入・更新・修繕の費用 

・地方自治体独自の給付型奨学金の創設・拡充など、子どもの貧困・進学格差対策 

・農産物、工業製品を問わず、返礼品＝試供品としての地元産品の活用 

などに用いること。（新規） 

市区町村に対しても、ふるさと納税を地元の都道府県立専門高校の産業教育設備の購入・更

新・修繕費用に用いるよう、協力を求めること。（新規） 

･･･背景説明P.26 

 

➇地元企業の紹介（自治体） 

製品・技術・サービスなどが人々の幸福に多大な貢献をしている企業、従業員や弱者を大事

にしている企業など地元の「感動できる会社」「地元で大切にしたい会社」をピックアップし、

広く紹介していくこと。･･･背景説明P.27 

 

 

３．工業高校教育の強化 

 

➀産業教育設備予算の拡充（自治体） 

専門高校に対する各都道府県の「産業教育設備予算」、とりわけ実験実習設備の購入費（新規・

更新）や修繕費を大幅に拡充すること。工具や実習材料の予算も拡大を図ること。 

統一取り組み項目 
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ふるさと納税を、専門高校の産業教育設備の購入・更新・修繕費用に用いること。（新規・再

掲） 

市区町村に対しても、ふるさと納税を地元の都道府県立専門高校の産業教育設備の購入・更

新・修繕費用に用いるよう、協力を求めること。（新規・再掲） 

･･･背景説明P.29 

 

➁工業高校の魅力の発信（自治体） 

工業高校の就職実績、３年離職率の低さなど、工業高校の魅力の情報発信に努めること。 

･･･背景説明P.29 

 

➂「ジュニアマイスター顕彰制度」などの活用拡大（自治体） 

全国工業高等学校長協会が実施している「ジュニアマイスター顕彰制度」の認定件数は地域

ごとに大きな差があるため、少ない地域では、工業高校に対しその拡大を促すこと。 

･･･背景説明P.31 

 

➃「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の指定獲得（自治体） 

都道府県下の専門高校とりわけ工業高校が、文部科学省の推進する「地域との協働による高

等学校教育改革推進事業」に積極的に応募するよう、サポートを強化すること。（新規） 

･･･背景説明P.31 

 

➄専攻科の拡充（自治体、学校） 

工業高校の専攻科を拡充し、第４次産業革命に対応するものづくり人材の育成強化を図ると

ともに、社会人のリカレント教育などについても活用していくこと。ＩＣＴ企業、工作機械メ

ーカーなどに協力を求め、設備や教育内容の充実を図ること。（新規）･･･背景説明P.32 

 

➅工業高校、工業高等専門学校卒業者の地元ものづくり産業での再就職支援（自治体、学

校） 

工業高校、工業高等専門学校を卒業し、いったんものづくり産業、またはその他の産業に就

職したものの、短期間のうちに離職したいわゆる「第二新卒」が、母校を活用し、地元のもの

づくり産業で就職するための支援システムを構築すること。（補強）･･･背景説明P.33 

 

➆実習助手の待遇改善（自治体） 

「実習助手」について、たとえば「実習教員」など、実習の指導、指導計画の作成、成績評

価といった職務内容を適正に表す呼称を用いるとともに、教員免許を有する者は、「教育職２級」

の給料表を適用すること。（補強）･･･背景説明P.33 
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（４．ワークルール遵守に向けた仕組みづくり） 

 

 

（５．特定最低賃金の取り組み強化） 

 

 

６．仕事と家庭の両立支援 

 

➀事業所内保育施設の支援（自治体） 

「企業主導型保育事業助成金」の給付を受けられない事業所内保育施設に対して、地方自治

体として独自の支援を行っていくこと。･･･背景説明P.38 

 

➁余裕教室の活用による保育所設置（自治体） 

校庭と給食調理場の要件を満たす小学校・中学校において、保育所、地域型保育事業の設置

を進めていくこと。･･･背景説明P.38 

 

➂学童保育の拡充（自治体） 

学童保育未設置校区の学童保育設置を進めていくこと。学童保育の質の改善に向け、運営主

体は公立公営、社会福祉協議会、学校法人、社会福祉法人、民間企業を基本とすること。 

･･･背景説明P.39 

 

➃保育士、学童保育指導員（放課後児童支援員）の賃金・労働諸条件改善（自治体） 

保育士、放課後児童支援員の賃金・労働諸条件がその重責に即したものとなるよう、改善を

進めていくこと。 

 

➄病児・病後児・体調不良児の保育の拡充（自治体） 

市区町村に対して、保育所や学童保育の利用児童数・待機児童数と比べ、病児・病後児・体

調不良児のための保育施設が適正数確保されているかをチェックし、必要な拡充を行うよう、

都道府県として働きかけを行っていくこと。 

市区町村に対して、病児・病後児・体調不良児保育施設を利用しようとする者が、ネットで

空き状況を確認し、申し込みのできるシステムを整備するよう働きかけること。（新規） 

･･･背景説明P.40 

 

➅特別養護老人ホームの増設促進（自治体） 

特別養護老人ホームをはじめとする施設介護について、待機状況を掌握し、積極的な増設促

進を図っていくこと。･･･背景説明P.41 
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７．外国人技能実習制度、新しい在留資格「特定技能」の適正な運用 

 

➀外国人技能実習生、特定技能外国人の死亡・失踪、監理団体や登録支援機関、受け入れ

企業による不正行為の根絶（自治体・監督署・実習機構） 

外国人技能実習生、特定技能外国人の死亡・失踪、監理団体や登録支援機関、受け入れ企業

による不正行為の根絶に向け、迅速な情報の掌握と共有化を図り、適切な対処を行うこと。（補

強）･･･背景説明P.44 

 

➁外国人技能実習生や特定技能外国人に対する報酬で規定されている「日本人が従事する

場合の報酬の額と同等以上」の実効的な確保（自治体・監督署・実習機構） 

地域で働く外国人技能実習生や特定技能外国人に対する報酬については、単に法定最低賃金

（地域別最低賃金、特定最低賃金）を上回っているだけでなく、「日本人が従事する場合の報酬

の額と同等以上」が確保されているかどうか、とくにチェックを強化すること。受け入れ企業

から提出される「技能実習生の報酬に関する説明書」などの形式的なチェックに止まらず、 

〇「同程度の技能等を有する日本人労働者」が存在し、日本人に適用されている賃金規程が

ある場合には、実習生や特定技能外国人の賃金がその賃金規程に基づいているかどうか、

チェックすること。（外国人技能実習制度では、「同程度の技能等を有する日本人労働者」

が存在する場合には、賃金規程のチェックを求めていない） 

〇「同程度の技能等を有する日本人労働者」が存在しない場合には、地域の賃金水準に比べ

て適正かどうか、チェックすること。（補強） 

 

➂「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の実践 

2018年12月に政府が策定した「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を担うのは

まさに地方自治体であり、都道府県としてその実践に努めるとともに、市区町村に対しても、

積極的な取り組みを促していくこと。（新規）･･･背景説明P.44 
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＜労働組合としての取り組み項目＞ 

 

（１．ものづくりを中心とした地域経済発展の基盤づくり） 

 

２．地域におけるものづくり産業の具体的強化策 

 

➈カイゼンインストラクター養成スクールの現場実習受け入れ企業の紹介 

全国16カ所に設置されている（2019年度開設予定１を含む）カイゼンインストラクター養成

スクールでは、座学ののち、カイゼン指導に関する現場実習を行うことになっているが、現場

実習の受け入れ企業を探すことが困難になっている場合があることから、スクールと相談のう

え、労働組合のネットワークを通じて受け入れ企業を募り、スクールに紹介する。 

･･･背景説明P.19 

 

➉ものづくり教室の開催 

地方連合会金属部門連絡会など金属産業の労働組合組織を中心に、組合員・ＯＢの参画を募

り、小学生などを対象とする「ものづくり教室」を開催する。･･･背景説明P.28 

 

３．工業高校教育の強化 

 

➇工業高校の見学 

地元の工業高校を見学し、教職員と情報交換・意見交換を行う。地元の高校の見学が困難な

場合には、金属労協の地方ブロックとして、あるいは近隣都道府県の労働組合と合同で、近隣

都道府県の高校の見学を行う。 

 

４．ワークルール遵守に向けた仕組みづくり 

 

➀地方連合会と都道府県社会保険労務士会との意見交換・情報交換 

地方連合会として、都道府県社会保険労務士会との意見交換・情報交換の場を定期的に開催

する。都道府県下の社会保険労務士の活動が、社会保険労務士法の目的とする「労働及び社会

保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向

上に資する」に則ったものとなっているかどうか、具体的な事例に即して情報交換・意見交換

を深める。首切りや賃金・労働諸条件引き下げにつながるようなコンサルタントやホームペー

ジなどでの不適切な情報発信が行われないよう、必要な対応を求めるとともに、雇用の安定、

賃金・労働諸条件の向上、労災の撲滅などに向けた、社会保険労務士会の一層の取り組み強化

を求めていく。･･･背景説明P.34 

統一取り組み項目 

統一取り組み項目 
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５．特定最低賃金の取り組み強化 

 

➀特定最低賃金の金額改正・新設に関わる必要性審議・金額審議の取り組み強化と、組織

内における特定最低賃金の意義・重要性の共有化 

金属労協の策定している「2019年度特定最低賃金の取り組み方針」「特定最低賃金の取り組み

に問題が生じた場合の対応」を踏まえつつ、産別の方針に基づき、特定最低賃金の金額改正・

新設に関わる必要性審議・金額審議の取り組みを強化する。（新規） 

少なくとも地域別最低賃金引き上げ額以上の特定最低賃金の引き上げを確保する。地賃引き

上げ額以上に向けた審議が難航する場合には、地賃引き上げ額との差を、引き続き着実に縮小

する。 

金属労協の策定しているパンフレットなども活用し、特定最低賃金に直接携わる者だけでな

く、広く組織内全体で、特定最低賃金の意義、特定最低賃金制度における企業内最低賃金協定

の重要性などに関し共有化を図る。（新規） 

･･･背景説明P.36 

 

➁介護職員などを対象とする特定最低賃金の創設 

介護職員など、賃金水準の引き上げがとくに社会的な課題となっている産業・職業について、

これを対象とする特定最低賃金の創設を図る。組織内に介護職員が在籍しない場合も、関係組

織と連携し、金属産業における特定最賃の取り組みノウハウを共有化する。 

 

６．仕事と家庭の両立支援 

 

➆企業主導型保育事業の活用 

「企業主導型保育事業助成金」を活用し、企業単独、グループ企業共同で、もしくは工業団

地や地域の事業所が共同して保育所を設置するよう、地元産業界、企業に提案していく。 

･･･背景説明P.38 

 

➇看護・介護、私傷病治療などによる退職の防止 

労働組合として、労働組合への相談を経ることなく、従業員が看護・介護、私傷病治療など

による退職に追い込まれることのないよう、相談体制の充実を図る。･･･背景説明P.42 

 

（７．外国人技能実習制度、新しい在留資格「特定技能」の適正な運用） 

  

統一取り組み項目 
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Ⅲ．背景説明 

 

１．ものづくりを中心とした地域経済発展の基盤づくり 

 

➀中小企業振興基本条例の制定・改訂 

中小企業振興基本条例は、中小企業が地域経済において果たす役割の重要性に鑑み、中小企

業の健全な発展により、地域経済の活性化を図ることを目的として、地方自治体が、中小企業

の振興に関する基本方針や施策の大綱を定めるとともに、自治体の責務、中小企業者の努力、

住民の理解と協力などに関して記載した条例で、全国の２割超の自治体で制定されています。 

地域経済活性化のカギは、やはりものづくり産業にあります。中小企業振興基本条例が、地

元ものづくり中小企業の競争力強化に寄与するものとなるよう、労働組合として働きかけを強

化していく必要があります。なお、過度な地元産品購入運動により、消費者利益や企業競争力、

自治体財政に悪影響を与えることにならないよう、十分に注意する必要があります。 

 

 

➁奨学金返還支援制度などの拡充 

地方自治体では、地方創生の一環として、国の特別交付税などの資金を活用して基金を設置

し、自治体と地元産業界が協力し、地元企業に就業した人の奨学金返還に対する支援制度が設

けられています。制度内容などは自治体ごとにかなり異なっており、金属産業に就職した者は

対象とならない場合もあるので、内容と活用状況を確認し、ＩＣＴ産業を含め、金属産業、も

のづくり産業に就職する人による活用が拡大するよう、働きかけていくことが重要です。 

なお、26都道府県、32市区町村の事例が日本学生支援機構のホームページに掲載されていま

す。（ホーム＞奨学金＞地方公共団体の返還支援及び奨学生推薦制度＞地方創成の推進＞２.地

方公共団体の返還支援制度） 

総　数 総　数 総　数
都道府県 市区町村 都道府県 市区町村 都道府県 市区町村

全国計 407 44 363 富　山 4 1 3 島　根 16 1 15
北海道 32 1 31 石　川 8 1 7 岡　山 3 1 2
青　森 6 1 5 福　井 4 1 3 広　島 8 1 7
岩　手 4 1 3 山　梨 11 1 10 山　口 8 1 7
宮　城 7 1 6 長　野 4 1 3 徳　島 5 1 4
秋　田 6 1 5 岐　阜 18 1 17 香　川 8 1 7
山　形 6 1 5 静　岡 13 1 12 愛　媛 5 1 4
福　島 10 1 9 愛　知 13 1 12 高　知 2 2
茨　城 1 1 三　重 1 1 福　岡 10 1 9
栃　木 11 1 10 滋　賀 4 1 3 佐　賀 1 1
群　馬 16 1 15 京　都 2 2 長　崎 9 1 8
埼　玉 12 1 11 大　阪 15 1 14 熊　本 11 1 10
千　葉 14 1 13 兵　庫 14 1 13 大　分 9 1 8
東　京 24 24 奈　良 1 1 宮　崎 1 1
神奈川 5 1 4 和歌山 6 1 5 鹿児島 5 1 4
新　潟 20 1 19 鳥　取 5 1 4 沖　縄 9 1 8

資料出所：全国商工団体連合会

資料１　中小企業振興基本条例制定の地方自治体数（2018年６月時点）

都道

府県

都道

府県

都道

府県
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➂「行政事業レビューシート」に相当するシートの作成・充実・活用 

地方自治体に対し政策・制度要請を行う前提として、まず現時点で、どのような事業が行わ

れているかを調べ、その内容、規模、成果などをチェックしていく必要があります。そうでな

ければ、政策・制度要請を行っても、自治体から、「こうした制度があります」「この予算を増

やしました」「これを新しくやります」といった回答を得て終わってしまうことになりかねませ

ん。逆に、既存の制度の問題点を具体的に指摘できれば、労働組合の政策実現力は著しく高ま

ります。 

とくに既存の施策が、建前では、住民、勤労者、子ども、高齢者、中小企業、ものづくり産

業、農家、芸術家、スポーツ選手などの支援のための制度、ということになっていても、実際

には、周辺の関係者の利益になっているだけ、という場合があるので、十分な注意が必要です。 

一般的に、自治体が実施する新しい施策、重点的に予算配分する施策については、ホームペー

ジなどで具体的な内容が紹介されますが、以前から継続して行われている施策は、事業の名称

程度しか紹介されていない場合があります。これに対して国では、各府省が実施している約

5,000の事業すべてについて、目的や事業概要、予算額・執行額、内訳、成果目標・成果実績、

単位あたりコスト、政策評価、点検・改善結果、支出先などを記載した「行政事業レビューシ

ート」を作成し、ホームページで公表しています。多くの自治体でも、「シート」「調書」「評価

書」など名称はさまざまですが、「行政事業レビューシート」に相当するシートを作成し、公表

しています。どの程度の事業を網羅しているか、記載内容の充実度合いなどは自治体によりか

なり異なっているため、一部の事業についてのみ公表されている場合や、１事業１ページ以上

の「シート」の形式になっておらず、複数の事業をまとめて一覧表の形になっている場合には、

①全事業に関して、②１事業１ページ以上の詳細なもの、が作成・公表されるよう要請してい

都道府県 年間募集人数 最高額（４年制大学の場合） 特記事項
岩　手 50 150万円
秋　田 制限なし 60万円
山　形 150 124.8万円
福　島 45 奨学金48カ月分
栃　木 50 150万円
東　京 300万円 介護職員として働く者のみ
新　潟 120万円
富　山 奨学金２年間分
石　川 100万円
福　井 100万円
山　梨 35 奨学金卒業前２年間分
三　重 20 100万円
兵　庫 30万円 奨学金返済を支援する中小企業への補助
奈　良 5 大学在学中の奨学金相当額 県文化芸術振興奨学金基金出捐企業
和歌山 40 100万円
鳥　取 180 144万円
島　根 30 288万円
山　口 奨学金２年間分
徳　島 200 100万円
香　川 51 貸与月数×15,000円
愛　媛 100 117.6万円
高　知 30 120万円
長　崎 50 150万円
熊　本 4年制大学100 244.8万円
宮　崎 40 100万円 うち企業負担25万円
鹿児島 100 大学在学中の奨学金全額

資料２　奨学金返還支援制度の事例（都道府県分）

(注)1.金属労協政策企画局で把握したものであり、各都道府県で確認する必要がある。

　　2.資料出所：日本学生支援機構ホームページより金属労協政策企画局で作成。
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くとともに、それを積極的に活用し、ライバル自治体、近隣自治体などとの比較を行っていく

ことが重要です。 

国の行政事業レビューシートは、「〇〇省 平成〇年度行政事業レビュー」で検索すると、た

どり着くことができます。なお国のシートは、前年も行っていた事業、当年度に始まった事業、

翌年度に予定している事業で分類されており、概算要求前と概算要求後の２回、公表されます。 

都道府県では、鳥取県の「各事業ごとの要求内容」が充実しており、かつ2,700項目に及ぶ事

業について、作成されています。なおホームページでは、「鳥取県 平成〇年度 一般事業段階

要求状況」で検索し、たどりついたページから、「各事業ごとの要求内容」に入っていきます。 

 

資料３ 充実したシートの例･･･鳥取県の「各事業ごとの要求内容」 
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都道府県 件数 都道府県 件数 都道府県 件数 都道府県 件数
北海道 5 新潟 2 奈良 8 大分 2
青森 4 山梨 2 和歌山 2 宮崎 3
岩手 2 長野 4 岡山 3 鹿児島 4
茨城 6 岐阜 2 広島 2 沖縄 4
群馬 2 静岡 2 徳島 2
埼玉 2 愛知 3 愛媛 29
千葉 2 滋賀 4 佐賀 2
東京 3 京都 3 長崎 4
神奈川 3 大阪 7 熊本 4
(注)1.記載のない県はすべて１件ずつ。２つの都道府県の市区町村
      が共同で取り組んでいるものがあり、計とは一致しない。
　　2.資料出所：愛媛県

47都道
府県計

141
(前回

2016年
は104)

資料４　行革甲子園2018における応募状況

➃行革甲子園への参加・活用の推奨 

愛媛県では、全国の市区町村を対象に、取り組んできた行政改革のアイデアやノウハウを発

表し合い、表彰し、共有することによって、他の地方自治体が自らの取り組みに活用し、行政

改革の推進を図ることを目的として、隔年で「行革甲子園」を開催しています。2018年には、

47都道府県の117市区町村から141事例の応募があり、 

・他の自治体との連携による効率化・効果拡大事例 

・公共施設等の有効活用・効果的なマネジメント事例 

・民間企業や大学等の知恵・ノウハウ・資金・パワーの有効活用事例 

・ＩＣＴの活用による効率化・新事業導入事例 

・業務の標準化・見える化等による改善事例 

・歳入増加や経費削減、組織の見直し事例 

・住民との協働や住民のネットワーク等の活用事例 

・新たな手法の導入等による地域活性化事例 

などが紹介されました。 

市区町村が積極的に「行革甲子園」に参加するとともに、参加していない市区町村も、紹介

された取り組み事例を活用していくよう、都道府県から推奨していくことが重要です。また都

道府県としても、都道府県版「行革甲子園」の開催を検討してはどうでしょうか。行革甲子園

のホームページは、「行革甲子園」で検索し、たどり着くことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➄公契約における下請ガイドライン、自主行動計画などを遵守した適正取引 

公契約、とりわけ情報サービスやソフトウェアを発注する取引においては、予算執行時期の

関係などから、短納期発注が行われやすい状況があります。経済産業省では、親事業者と下請

事業者の取引の公正と、これを通じた下請事業者の正当な利益を確保するため、「情報サービ

ス・ソフトウェア産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」をはじめ、18業

種について下請ガイドラインを策定しており、業界でも、「情報サービス・ソフトウェア産業に

おける適正取引の推進のための自主行動計画」など、11業種30団体が自主行動計画を発表して

います。また、経団連、日本商工会議所、経済同友会、全国中小企業団体中央会および61の業

界団体、47の地方別経済団体は共同で、「長時間労働につながる商慣行の是正に向けた共同宣言」

をとりまとめています。地方自治体が発注する公契約においても、下請ガイドラインや自主行

動計画、共同宣言を遵守した適正取引が行われるよう、体制整備と意識改革を進めていく必要
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があります。 

 

資料５ 適正取引のためのガイドライン、自主行動計画 

中小企業庁の策定した「下請適正取引等推進のためのガイドライン」 

(1)素形材、(2)自動車、(3)産業機械・航空機等、(4)繊維、(5)情報通信機器、(6)情報サービス・ソフトウェ

ア、(7)広告、(8)建設業、(9)建材・住宅設備産業、(10)トラック運送業、(11)放送コンテンツ、(12)金属、

(13)化学、(14)紙・加工品、(15)印刷、(16)アニメーション制作業、(17)食品製造業・小売業(豆腐・油揚製

造業)、(18)食品製造業・小売業(牛乳・乳製品製造業) 

 

業界団体の策定した自主行動計画 

自動車：一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自動車部品工業会 

素形材：一般財団法人素形材センター等 計９団体 

建設機械、産業機械、工作機械：一般社団法人日本建設機械工業会、一般社団法人日本産業機械工業会、一般

社団法人日本工作機械工業会 

繊維：日本繊維産業連盟／繊維産業流通構造改革推進協議会 

電機・情報通信機器：一般社団法人電子情報技術産業協会、一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協

会、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会、一般社団法人日本電機工業会 

情報サービス・ソフトウェア：一般社団法人情報サービス産業協会 

流通業（スーパー、コンビニ、ドラッグストア等小売業）： 

   一般社団法人日本スーパーマーケット協会、一般社団法人新日本スーパーマーケット協会、日本チェー

ンドラッグストア協会、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会、一般社団法人日本フランチャイ

ズチェーン協会 

トラック運送業：公益社団法人全日本トラック協会 

建設業：一般社団法人日本建設業連合会 

警備業：一般社団法人全国警備業協会 

放送コンテンツ業：放送コンテンツ適正取引推進協議会 

資料出所：中小企業庁ホームページ 

 

➅公契約における労働条件審査の導入 

全国社会保険労務士会連合会では、一般競争入札などにより地方自治体が行う公共事業・業

務の実施に関する委託を受けた企業について、社会保険労務士が労働基準法などの労働社会保

険諸法令に基づく規程類・帳簿書類の整備状況を確認するとともに、その規程類・帳簿書類の

内容のとおりの労働条件が確保され、労働者がいきいきと働くことができる職場になっている

かを確認する「労働条件審査」を提案しています。東京都では、板橋区が2008年に導入したの

を皮切りに、千代田区、新宿区、北区、練馬区、江戸川区でも採用されています。 

なお仕組みの詳細は、全国社会保険労務士会連合会のホームページに掲載されています。（ホ

ーム＞連合会・社労士会について＞連合会の取り組み＞公契約における労働条件審査） 

 

資料６ 指定管理者制度における労働条件審査（千葉県流山市の事例） 

指定管理者のもとで働く従業員等の労働条件が、市民サービスの向上に向けて安定的・継続的に業務に従事

でき、公の施設の管理運営業務に責任を担える状況にあるか確認するものです。審査において指摘のあった事

項については、市が適正な労働環境を整備するよう指定管理者に対して指導するとともに、改善の状況を確認

します。労働条件審査は、流山市指定管理者の管理運営状況のモニタリングに関するガイドラインに基づき実

施します。また、審査にあたっては千葉県社会保険労務士会との協定及び契約により、社会保険労務士が行い

ます。 

審査方法 

•事前審査 

•現地審査 
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•法令順守確認ヒアリング 

審査の主な内容 

(1) 労働基準法等に関する事項 

 ア 就業規則、賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程（その他就業規則において別に定める旨が規定

されている規程等を含む。） 

イ 出勤簿（タイムカード） 

ウ 労働者名簿 

エ 賃金台帳 

 オ 労働基準法他諸法令に基づく協定書控（時間外労働・休日労働に関する協定届、賃金控除協定等） 

(2) 労働保険・保険徴収に関する事項 

労働保険徴収法に基づく申請・届出書等控 

(3) 労働者災害補償保険・雇用保険法に関する事項 

ア 雇用保険法に基づく申請・届出書等控 

イ 労働者災害補償保険法に基づく申請・届出書等控 

(4) 健康保険・厚生年金保険に関する事項 

ア 健康保険法に基づく申請・届出書等控 

イ 厚生年金保険法に基づく申請・届出書等控 

(5) 安全衛生に関する事項 

   労働安全衛生法に基づく申請・届出書等控（定期健康診断報告、衛生管理者・産業医選任報告書）、衛生

委員会の議事記録等 

資料出所：千葉県流山市 
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２．地域におけるものづくり産業の具体的強化策 

 

➀カイゼンインストラクター養成スクールの開設 

➈カイゼンインストラクター養成スクールの現場実習受け入れ企業の紹介 

円高是正と新興国における人件費の急上昇、そして生産性の格差により、すでに日本の単位

労働コストは新興国を下回る状況となっています。国内生産拠点における圧倒的な「現場力」

によるものと言えますが、中小企業、とりわけ３次下請以降の企業では、カイゼン、ムダとり、

３Ｓ（４Ｓ、５Ｓとも）といったカイゼン活動が徹底されておらず、生産性向上、付加価値拡

大の余地が大きい状況にあります。中小企業庁の委託による「平成28年度発注方式等取引条件

改善調査事業報告書」によれば、製造業の下請事業者のうち、生産効率改善を行っていない事

業者は17.1％に止まっていますが、生産効率改善の中身を見ると、作業員の作業動線の見直し

を行っているのが23.9％、仕掛品在庫削減を行っているのが23.0％、ラインや部品配置の見直

しを行っているのが19.2％に止まっており、カイゼン活動に取り組んでいるところは実際には

２割程度と見ることができます。 

また、生産効率改善を行っていると回答した企業の中で、外部専門家による「指導は受けて

いない」という回答は78.6％に達しています。 

しかしながら、コンサルタントを活用しようと思えば、当然費用がかかり、中小企業では、

コンサルタント費用を捻出できない場合も多いものと思われます。 

経済産業省では、ものづくり企業のＯＢなどをカイゼン活動の指導者（カイゼンインストラ

クター）として養成し、中小企業に派遣するための「カイゼンインストラクター養成スクール」

の支援などを行う、「中小企業・小規模事業者人材対策事業」を展開していますが、2019年度政

府予算案は13.7億円と2018年度の18.5億円から大きく減少しています。地域ものづくりスクー

ル連絡会が掌握しているカイゼンインストラクター養成スクールは、2018年度までに開校した

ところが15カ所、2019年度開校予定が１カ所（富山）に止まっていますが、各地の中小企業の

生産性の向上、付加価値の拡大に大きな成果をあげていることから、全都道府県での展開に向

け、予算の維持・大幅拡大が不可欠となっています。 

これまで地方自治体では、工業団地の造成や企業立地補助金などの企業支援策・企業誘致策

に取り組んできましたが、ものづくり企業の従業員、ＯＢなどをカイゼン活動のインストラク

ターとして養成し、中小企業に派遣する「カイゼンインストラクター養成スクール」の取り組

みによって、地元ものづくり企業全体の「カイゼン力」を高めることは、生産拠点としての地

域の魅力を高めることにつながります。 

「カイゼンインストラクター養成スクール」の実施組織は、ほとんどが都道府県の産業支援

機構、中小企業振興公社といった組織であるため、こうした組織に積極的に働きかけていくこ

とが重要です。 

なお、スクールに関する詳細な情報は、「ものづくり改善ネットワーク」の「地域ものづくり

スクール連絡会」のホームページで見ることができます。 
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➀取り組み (％)

資本金
整理整頓

清掃
機械によ
る自動化

作業ルー
ルの策
定・改訂

歩留まり
改善

作業員の
作業動線
の見直し

仕掛品在
庫削減

ラインや
部品配置
の見直し

日次・週
次での課
題の収集

行ってい
ない

その他

計 52.0 37.7 34.8 29.9 23.9 23.0 19.2 16.9 17.1 2.3
１億円超～３億円以下 77.1 54.3 65.7 65.7 45.7 45.7 54.3 20.0 5.7 2.9
５千万円超～１億円以下 69.5 52.1 58.7 49.8 32.4 32.9 31.5 28.6 5.6 0.5
１千万円超～５千万円以下 60.1 46.0 41.7 36.9 23.0 27.2 22.5 22.2 10.1 1.6
１千万円以下 46.1 32.2 28.5 23.9 22.8 19.6 15.8 13.2 21.6 2.8

②外部専門家による指導 (％)

資本金
大手企業

のＯＢ
中小企業

のＯＢ
技術士

商工会議
所・商工
会の指導

員

その他公
的支援機
関の指導

員

指導は受
けていな

い
その他

計 7.5 1.9 2.0 2.5 4.8 78.6 6.7
１億円超～３億円以下 15.6 6.3 0.0 0.0 6.3 65.6 21.9
５千万円超～１億円以下 13.7 1.0 3.0 0.5 5.1 69.0 11.2
１千万円超～５千万円以下 9.4 2.0 2.2 2.8 6.4 74.8 8.3
１千万円以下 5.5 1.9 1.8 2.8 4.0 82.2 4.9
資料出所：日本リサーチセンター「平成28年度発注方式等取引条件改善調査事業報告書」（中
　　　　　小企業庁委託調査）

資料７　下請事業者における生産効率改善の取り組み（製造業）

開催場所 名 　　称 実施組織
山形県米沢市 山形大学シニアインストラクター養成スクール 山形大学国際事業化研究センター
茨城県水戸市 いばらき生産性向上人材育成スクール 茨城県中小企業振興公社
群馬県前橋市他 群馬ものづくり改善インストラクタースクール 群馬県産業支援機構
東京都 東京都生産性革新スクール 東京都中小企業振興公社
東京都杉並区 ＪＰＣＡものづくりアカデミー 日本電子回路工業会
新潟県長岡市 長岡ものづくり現場改善インストラクター養成スクール NPO法人長岡産業活性化協会NAZE
富山県富山市 2019年開校予定
福井県福井市 福井ものづくり改善インストラクタースクール ふくい産業支援センター
長野県諏訪市 信州ものづくり革新スクール NPO法人諏訪圏ものづくり推進機構
静岡県静岡市 静岡ものづくり革新インストラクタースクール 静岡県産業振興財団
愛知県幸田町 ものづくり改善インストラクター養成スクール 幸田ものづくり研究センター
三重県四日市市 三重ものづくり改善インストラクター養成スクール 三重県産業支援センター
滋賀県草津市 滋賀ものづくり経営改善インストラクター養成スクール 滋賀県産業支援プラザ
和歌山県
和歌山市

和歌山ものづくり経営改善スクール わかやま産業振興財団

広島県広島市・
福山市

イノベーションインストラクター育成塾 ひろしま産業振興機構

宮崎県延岡市 改善インストラクタースクール延岡 宮崎県工業会

資料８　各地のカイゼンインストラクター養成スクール

(注)1.開催場所は直近に開催された会場。
　　2.資料出所：各組織ホームページより金属労協政策企画局で作成。
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資料９ カイゼンインストラクター養成スクールの募集要項（群馬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：（公財）群馬県産業支援機構 
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資料10 カイゼンインストラクター派遣事業の実例（群馬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：（公財）群馬県産業支援機構 
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（人・億円）
項　　　目 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度見込み

活動数（受講者のべ人数） 174,524 197,809 209,906 171,000
経費（億円） 8.0 9.5 11.8 8.7
　うち実技指導（受講者のべ人数） 110,809 119,321 130,957
資料出所：厚生労働省、中央技能振興センター資料より金属労協政策企画局で作成。

資料11　ものづくりマイスターの活動実績

組　織 参加状況 都　　道　　府　　県

労働組合 参　加
秋田県、東京都、神奈川県、新潟県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良
県、鳥取県、広島県、徳島県、愛媛県、佐賀県、熊本県

未参加
岩手県、宮城県、福島県、石川県、三重県、島根県、山口県、香川県、高知県、
福岡県、大分県、鹿児島県、沖縄県

工業高校 参　加 青森県、秋田県、石川県、滋賀県、島根県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県

未参加
岩手県、宮城県、福島県、神奈川県、三重県、大阪府、鳥取県、山口県、香川
県、愛媛県、高知県、熊本県、沖縄県

資料12　若年技能者人材育成支援等事業における連携会議への労働組合、工業高校の参加状況（2019年度）

(注)1.金属労協政策企画局で把握したものであり、各都道府県で確認する必要がある。
　　2.資料出所：各都道府県職業能力開発協会資料より金属労協政策企画局で作成。

➁ものづくりマイスターの活用拡大 

「ものづくりマイスター」の活動実績を見ると、2017年度で受講者延べ人数が209,906人、う

ち工業高校や中小企業に対する実技指導が130,957人に拡大してきました。しかしながら、2018

年度については、活動実績が全体で２割近く減少し、経費も3.1億円の減少の見込みとなってお

り、このため実技指導についても減少しているものと思われます。「ものづくりマイスター」に

よる工業高校や中小企業などにおける実技指導は、利用した工業高校や中小企業の満足度が

99.7％に達していることから、一層の拡大を図っていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

➂ものづくりマイスターの活用などに際しての労働組合などの参画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➃事業引継ぎ支援センターの強化 

事業引継ぎ支援センターは、全国47都道府県に設置されており、事業引継ぎに際して、寄せ

られる譲受ニーズの中からマッチングを行い、引継ぎ候補先を紹介しています。また、すでに

譲渡先を見つけているケースを含め、譲渡までの一連の手続きや契約書の作成などをサポート

し、事業引継ぎ支援センターと専門家（弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、中小企業診

断士等）が連携してトラブルのない成約をバックアップしています。（実際のＭ＆Ａサポート業

務…株価算定、条件交渉、契約書の作成などを依頼する場合には、各専門家規定の手数料が必

要） 

中小企業では、費用面で、民間のＭ＆Ａ支援会社の利用が困難な場合がありますが、事業引

継ぎ支援センターでは、サポートをした企業（譲渡側）の98％が従業員100名以下、64％が10

名以下となっています。承継の形態は67％が第三者承継、21％が従業員承継です。 

事業引継ぎ支援センターは本来、中小企業の経営者の世代交代に対応し、とりわけ経営者の

親族に後継者がいない場合に、親族以外への承継をバックアップする仕組みですが、高度成長

期以来の人手不足の中で、人材を採用し、人材を引き留めるために必要な賃金・労働諸条件の

確保が不可能な状況にある企業に関しても、事業引継ぎを希望する経営者に対し、サポートを

行っていく必要があります。 
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資料13 事業引継ぎ支援センターの概要 

事業引継ぎのことなら何でも無料で相談に対応 

事業引継ぎにまつわる、あらゆる相談をお受けしています。民間機関を活用してＭ＆Ａを実行する際のセカ

ンドオピニオンとしても活用いただけます 

譲る相手は見つかったが進め方がわからない。…アドバイス＆サポート 

ご自身で譲渡先を見つけているケースでは、譲渡までの一連の手続きや契約書の作成等をサポート。事業引

継ぎ支援センターと専門家（弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等）が連携してトラブ

ルのない成約をバックアップします。 

※各専門家に実際の実務を依頼される場合（契約書作成、株価計算、税務上のアドバイスなど）には一定の費

用が掛ります。 

譲受先企業を全国から探す。…譲受候補企業のご紹介 

「事業引継ぎ支援センター」に寄せられる譲受ニーズの中から、マッチングを行い引継ぎ候補先をご紹介し

ます。民間のＭ＆Ａ支援会社では取組みにくいケースでも、弁護士、税理士等の専門家と連携して成約に向け

た継続支援を行ないます。また、全国47都道府県の支援センターとの情報共有も図っており、遠隔地間のマッ

チングにも対応可能です。 

※実際のＭ＆Ａサポート業務（株価算定、条件交渉、契約書の作成等）をご依頼になる場合には各専門家規定

の手数料が必要になります。 

資料出所：中小企業基盤整備機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➄中小企業で働く若者の技能五輪への挑戦支援 

技能五輪の国内大会である技能五輪全国大会の参加者数を都道府県ごとに見ると、200人近い

愛知県から、参加者１名の高知県まで、地域差が著しい状況にあります。都道府県には当然そ

れぞれの特色がありますが、そうした地域差を超えた取り組みの格差があるように思われます。

ものづくり産業を中心とする「強固な地方」「強固な現場」を構築するため、とりわけ中小企業

に働く若者が技能五輪全国大会、技能五輪国際大会に積極的に挑戦できるよう、技能五輪参加

者に対してはもちろん、育成の段階から、支援を拡充していく必要があります。 

 

 

 

 

 

➀相談社数 ➁事業引継ぎ件数
(社) (件)

資料出所：中小企業基盤整備機構

資料14　事業引継ぎ支援センターの支援実績
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(人)
都道府県 参加者 都道府県 参加者 都道府県 参加者 都道府県 参加者
全国計 1,292 千　葉 12 三 重 6 徳 島 4
北海道 20 東　京 58 滋 賀 14 香 川 12
青　森 10 神奈川 60 京 都 18 愛 媛 7
岩　手 26 新　潟 30 大 阪 52 高 知 1
宮　城 15 富　山 15 兵 庫 31 福 岡 22
秋　田 12 石　川 6 奈 良 10 佐 賀 9
山　形 37 福　井 4 和歌山 3 長 崎 14
福　島 6 山　梨 6 鳥 取 3 熊 本 11
茨　城 97 長　野 40 島 根 14 大 分 10
栃　木 60 岐　阜 15 岡 山 15 宮 崎 13
群　馬 29 静　岡 33 広 島 33 鹿児島 12
埼　玉 50 愛　知 195 山 口 31 沖 縄 111

資料出所：中央職業能力開発協会

資料15　第56回技能五輪全国大会参加者数（2018年11月・沖縄）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➅海外事業展開を図ろうとする地元企業支援 

グローバル経済下にあって、日本企業の海外拠点における労使紛争が頻発している状況にあ

りますが、とりわけ憂慮されるのは、すべてのＩＬＯ加盟国において遵守が求められている４

つの中核的労働基準（結社の自由・団体交渉権、強制労働の禁止、児童労働の廃止、差別の排

除）、なかでも結社の自由・団体交渉権への抵触に関する労使紛争です。 

金属労協が加盟するＧＵＦ（国際産業別労働組合組織）インダストリオール・グローバルユ

ニオンなどを通じて、海外の労働組合から金属労協に対し、解決への協力を求められる労使紛

争としては、 

・労働組合の組織化や労働組合活動の妨害、具体的には、業務上の怠慢や能力不足を名目にし

た、あるいは些細な規律違反を理由とした組合リーダーの解雇や配置転換、労働組合の団体

交渉要件を満たすための認証選挙への会社側の介入。 

・ストを指導した組合役員や、参加した組合員の解雇。 

・会社側が団体交渉や労使協議に応じない。会社の経営状況などについて、労働組合に情報を

提供しない。 

などが典型的な事例と言えます。明確な各国国内法違反、人権侵害という事例も増えてきてい

ますが、一方で、ＩＬＯの基本８条約に明らかに抵触するものの、国内法違反とは言い切れな

い、あるいは、合法の体裁を整えている場合も多く、「国内法に違反しなければよい」という意

識が、国内法よりも優先すべき国際法違反の行為を放置することにつながっています。 

これらの労使紛争は、海外現地法人の日本人出向者や現地の経営者、マネージャーの中核的

労働基準への理解・認識の不足や、労使対話の欠如から生じていることから、金属労協では、

海外拠点における建設的な労使関係構築に向けて、国内外で労使参加のセミナー、ワークショ

ップを開催しており、「タイ労使ワークショップ」は、在タイ日本国大使館の後援の下に開催し

ています。 

なお、海外展開先の国内法がＩＬＯの中核的労働基準を満たしていない場合、国連のグロー

バル・コンパクトでは、 

・政府が人権（職場での権利を含め）の尊重を認めていないか、労使関係と団体交渉につい

て適切な法的・制度的枠組みを提供していない国においては、労働組合とその指導者の秘

密性を保護すること。 

社会的責任規格ＩＳＯ26000では、 
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・国内法で適切な保護手段がとられていない場合は、国際行動規範を尊重する。 

・国内法が国際行動規範と対立する場合は、国際行動規範を最大限尊重する。 

・国内法が国際行動規範と対立しており、国際行動規範に従わないことによって重大な結果

が予想される場合、その国での活動について確認（review）する。 

・国内法と国際行動規範の対立を解決するよう、関連当局に影響力を及ぼす。 

・国際行動規範と整合しない他組織の活動に加担しない。 

といった対応を求めており、企業に対する理解促進が必要だと言えます。 

 

➆地域活性化に向けたふるさと納税の活用 

（専門高校の産業教育設備への活用） 

ふるさと納税の当初の意図は、「地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を

機に都会に出て、そこで納税をする」のを地方に還元するということですから、専門高校の実

験実習設備をふるさと納税で整備するというのは、まさに当初の意図どおりということになり

ます。 

専門高校は都道府県立なので、実験実習設備などの購入・更新・修繕は、当然、都道府県が

行うことになりますが、十分な予算が確保できていません。地方では、優秀な専門高校ほど卒

業生が大都市圏に流出してしまうので、専門高校の予算は無駄とみなされている場合もあるよ

うです。 

都道府県に寄せられたふるさと納税は問題がありませんが、市区町村に対するふるさと納税

を都道府県立高校に使うという点については、市区町村の役所・役場としては、抵抗があるか

もしれません。しかしながら設置者がどこであれ、住民の子弟の通う学校教育の充実は、市区

町村にとって重要であるということについて、理解を深めていく必要があります。 

 

（返礼品） 

総務省は2017年４月、「ふるさと納税の返礼品に関する有識者の意見の概要」を発表しました

が、この中には、「返礼品は本来不要であり、首長からふるさと納税を行ってくれた人への感謝

の言葉などに止めるべき」という意見がある一方、 

・地方の特産品事業者等の創意工夫（アントレプレナーシップ）を喚起し、企業力の向上に

繋がっている。 

・地方の特産品事業者は、返礼品の提供を通じて、マーケティング能力を磨くとともに、デ

ザインや商品説明の工夫を行うなど、商品力の向上に努めている。返礼品の提供は功罪あ

るが、間接的に地方における中小地場産業の育成に繋がっている面も重要。 

・返礼品は、地域で頑張っている農家、漁師の方一人一人が直接、消費者と向き合う契機と

なっている。そこから意識改革とやる気が生まれ、地場産業の発展に寄与している。また、

そうした農家の方々などをとりまとめる地域商社的な取組が生まれ、ネットワーク化が進

んでいる。 

・人の循環を促すような返礼品は、地域の魅力を再発見し、移住定住の足掛かりになるため、

金銭類似性を排除する考慮の上、自治体のアイデア次第で進めてもよい。 

・返礼品がなければ、制度がここまで定着し、活用されることは無かったと思われ、また地
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方の特産品のＰＲや振興に資している効果も無視すべきではない。一方で、派生したポー

タルサイトは、ふるさと納税を実質的に通販化しており、またポイント制度は経済的利益

化を引き起こしている。ただし、ポータルサイトは、災害時等におけるふるさと納税のイ

ンフラとしても機能していることには留意が必要。 

・返礼品を通じて、ブランド化されていない特産品を知るきっかけとなるとともに、地域や

生産者とのつながりを実感できる効果がある。ただし、特産品生産者は、ふるさと納税は

きっかけでしかないことをよく認識し、返礼品に頼るのではなく、販路拡大等に取り組む

姿勢が重要。 

などという意見が紹介されています。ふるさと納税は、返礼品が特産品の試供品としての役割

を果たすことにより、当初の意図を超えて、地域活性化に大きな成果をあげています。 

ふるさと納税による収入は不安定ですから、社会福祉のような自治体の収入が減っても給付

を削減できない支出に用いることはできません。これに対し試供品の場合、自治体が地元業者

から購入し、ふるさと納税者に対して配布するということは、地元の業者にとって売り上げが

立つだけでなく、ふるさと納税のリピートも期待できますし、さらに業者の新規顧客の開拓に

つながれば、きわめて費用対効果の高い産業振興策となります。ふるさと納税の３割を返礼品

に充当したとしても、自治体の負担はこれを下回るはずです。 

現在、ふるさと納税を受けた自治体は、ふるさと納税額全額を使えるのに対し、住民がふる

さと納税を行った自治体の減収は、ふるさと納税額の７割程度です（その差である３割の大部

分は、所得税控除のため国の負担）。住民がふるさと納税を行った自治体では、その７割が減収

となるものの、返礼品が３割であれば、３割は住民の懐に戻ってくることになり、住民にとっ

て実質的な減税となります。 

 

（大都市圏の自治体財政への影響） 

もともと大都市圏の自治体と地方の自治体との税収格差が背景としてあり、ふるさと納税は

直接的にはその是正を謳っていないものの、大都市圏から地方への税収の移転をめざしたもの

であることは間違いありません。そうしたことからすれば、大都市圏の自治体財政に一定の影

響を与えることは否定できません。しかしながら、2018年度課税において、東京都および東京

都の区市町村のふるさと納税による減収額は646億円ですが、東京都および東京都の区市町村の

普通会計の歳出総額は約12兆円（2016年度）なので、ふるさと納税の影響は、普通会計歳出の

0.5％強ということになります。 

 

➇地元企業の紹介 

「感動できる会社」「地元で大切にしたい会社」を積極的に発掘し、地元で顕彰するとともに、

「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞への応募の促進を図ることも検討します。 
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➉ものづくり教室の開催 

ひところ若者の理工系離れが指摘されていましたが、地方自治体や専門家が開催する工作教

室、実験教室は活況を呈しており、ものづくりや科学に対する子どもたちの興味が薄れている

わけではないことがわかります。ものづくりの魅力を子どもたちに伝えるために、金属労協が

2003年に開始した小学生などを対象とする「ものづくり教室」は、いまやほとんどの都道府県

の金属の労働組合で毎年開催されるところとなっています。一般的に、自治体などが開催する

ものづくり教室は、木工などが多く、金属を使用したもの、機械の組み立てなどは多くないこ

とから、金属の労働組合の地方組織を中心とした「ものづくり教室」を継続的に展開していく

ことが重要です。 

 

会社数 都　道　府　県
　18社 東京
　９ 神奈川
　８ 大阪
　７ 静岡
　６ 福島、岐阜
　５ 福岡
　４ 新潟、福井、島根
　３ 北海道、栃木、愛知、岡山、愛媛、宮崎
　２ 茨城、千葉、石川、長野、滋賀、奈良、高知、鹿児島
　１ 群馬、埼玉、富山、兵庫、広島、徳島、香川、大分、熊本、沖縄
資料出所：人を大切にする経営学会資料より金属労協政策企画局で作成。

資料16　「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞第１～９回受賞企業の所在地（本社）

都道府県 開催日 開催地 参加者 作　　成　　物
北海道 7月29日 札幌市 18組 メタルキット「ヘラクレスオオカブト」製作、工場見学
岩  手 7月29日 北上市 30組 モーター工作とペーパークラフトカー製作
秋　田 7月28日 由利本荘市 16組 パコカーの製作
山　形 8月19日 山形市 15組 スペースロボ７の製作
福　島 4月29日 福島市 120組 モーターカー・モーターバイクの製作
栃　木 10月15日 宇都宮市 50組 モーター工作、二輪車の製作
群　馬 11月23日 前橋市 25組 動物貯金箱の製作

7月28日 前橋市 18組 ペットボトルソーラーカーの製作
埼　玉 9月2日 行田市 タイルコースターセット
東　京 8月23日 日野市 31組 ペットボトルソーラーカーの製作
神奈川 4月28日 横浜市 自動車キット
新　潟 7月21日 直江津市 12組 クラフトバンド家ライトの製作
富　山 7月29日 富山市 29組 ライントレースカーの製作
石　川 7月22日 金沢市 39組 木製モーターバイクの製作
福　井 3月25日 福井市 構造体補強の模型製作
山　梨 8月4日 甲府市 13組 牛乳パックリモコンカーの製作
長　野 7月28日 上田市 19組 ループウィング風力発電の製作
岐　阜 8月4日 岐阜市 14組 二輪・四輪自動車キットの製作
静　岡 9月22日 静岡市 ９名 木工二輪の製作
三　重 7月28日 鈴鹿市 34組 木工四輪の製作
京　都 8月4日 綾部市 14組 電動扇風機の製作
大　阪 2月24日 門真市 33組 ＬＥＤ行燈の制作
兵　庫 8月5日 神戸市 69組 光通信体験
奈　良 8月4日 天理市 38組 ミュージアム見学と二輪・四輪自動車キットの製作
和歌山 8月5日 和歌山市 23組 ロープウェイの製作
鳥　取 8月19日 鳥取市 26組 和紙ランプシェード、木工小箱の製作
島　根 7月29日 松江市 16組 ペットボトルロケット、ソーラーカーの製作
岡　山 4月30日 岡山市 30組 メカホッパー

広　島 4月28日
広島市、

福山市
183組

木製モーターカー､木製モーター二輪車､電子工作電子ゴ

マ
山　口 4月28日 山口市 100組 モーター工作
福　岡 8月1日 福岡市 11組 ペットボトルエコライトの製作
佐　賀 4月28日 佐賀市 70組 木工自動車の製作
長　崎 7月23日 長崎市 15組 世界産業遺産見学とキット組み立て
大　分 8月20日 大分市 74名 木製モーターカーの製作

資料出所：金属労協

資料17　地方連合会金属部門連絡会などが開催したものづくり教室

（2017年９月～2018年８月）
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(万円)
都道府県 事業費 うち修繕 都道府県 事業費 うち修繕
青　森 24,489.7 愛 知 29,524.8
山　形 5,028.2 奈 良 259.4
栃　木 3,884.5 鳥 取 4,539.1
群　馬 30,000.0 島 根 12,800.0
埼　玉 10,639.0 818.4 岡 山 11,018.5
神奈川 1,209.5 1,080.4 愛 媛 9,038.2
新　潟 12,852.4 高 知 4,229.1
石　川 12,300.0 徳 島 9,998.7
岐　阜 19,000.0 500.0 長 崎 10,365.5
静　岡 7,250.0 熊 本 13,272.5
滋　賀 7,846.7 大 分 938.9
大　阪 730.4

資料18　都道府県における産業教育設備予算の例（2018年度予算）

(注)1.一部の数値は2017年度予算。
    2.資料出所：各都道府県資料より金属労協政策企画局で作成。

３．工業高校教育の強化 

 

➀産業教育設備予算の拡充 

公立専門高校に対する産業教育設備費補助については、三位一体改革により2005年度に一般

財源化されたため、都道府県立専門高校の設備整備は都道府県の予算で行うことになっていま

す。工業高校の重要性はますます高まってくるものと思われますが、一方で、その実験実習設

備は老朽化が指摘されており、予算の制約により、更新や修繕が困難な状況にあります。工業

高校の見学、教職員との情報交換・意見交換、都道府県の産業教育設備予算の確認などを行っ

た上で、必要な予算の拡充を要請していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➁工業高校の魅力の発信 

2019年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（2018年12月末時点）を見ると、人手不足を

反映し、総じて好調となっていますが、なかでも工業科の就職内定率は97.0％に達しており、

学科別での平均（91.9％）をはるかに凌駕し、第１位となっています。 

また、高校卒業就職者の３年離職率を就職先の産業ごとに見ると、2015年３月卒の場合、産

業計では39.3％、非製造業では46.4％に達していますが、製造業では28.0％、金属産業では

23.5％と大幅に低くなっており、大学卒の産業計（31.8％）よりも低い状況にあります。 

これらは、 

・工業高校に対する労働力需要の高さ。 

・相対的に見れば、他の産業に比べ、金属産業が良質な雇用を提供していること。 

を示しているものと思われますが、ものづくり産業の国内投資が見直される中で、人材が確保

できないために国内投資が抑制されるという事態が生じれば、わが国の成長にとって著しい機

会損失となってしまいますし、働く者にとっても、良質な雇用の場の機会損失となります。 

中学生に対して工業高校の魅力をより積極的に情報発信するとともに、ものづくり立国日本

にとって、工業高校は「国の宝・地域の宝」であることが、より広く認識されるようにしてい

く必要があります。 
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資料出所：文部科学省

資料19　高等学校の学科別就職内定率
（2019年３月卒業予定者について、2018年12月末時点の調査）
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産業計 178,176 70,112 39.3

製造業 68,376 19,164 28.0

金属産業計 38,894 9,159 23.5

　鉄鋼業 3,647 793 21.7

　非鉄金属製造業 1,171 251 21.4

　金属製品製造業 5,739 2,006 35.0

　機械関係 28,337 6,109 21.6

非製造業 109,800 50,948 46.4

大学卒(産業計) 441,936 140,660 31.8

資料出所：厚生労働省

資料20 　高校卒業就職者の産業別３年離職率

（2015年３月卒）
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➂「ジュニアマイスター顕彰制度」などの活用拡大 

 

 

➃「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の指定獲得 

社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成するため、先進的な卓越した取り組みを行う

専門高校を指定して実践研究を行う「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール（ＳＰＨ）」

事業は、2014年度から2018年度まで48校が指定されてきましたが、2019年度については公募さ

れておらず、予算も前年比43.1％減の8,472万円に止まっています。「優先度の極めて高い」事

業であり、「複数校による様々な観点からの研究を行い、全国に普及していくことを考慮すると、

低コストで実効性が高い事業である」と評価されており、また2018年度公募においても、応募

校のうち39校が指定に至らなかったにも関わらず、予定よりも前倒しで公募を終了してしまう

１校あたり
ゴールド シルバー ブロンズ 合計 認定数 2018年度 2017年度

北海道 19 178 237 247 662 34.8 9.4 8.8
青　森 11 173 226 80 479 43.5 15.7 14.2
岩　手 12 138 164 133 435 36.3 11.5 14.8
宮　城 14 37 103 143 283 20.2 2.6 3.9
秋　田 11 71 89 124 284 25.8 6.5 7.1
山　形 11 84 159 101 344 31.3 7.6 6.3
福　島 17 93 228 219 540 31.8 5.5 5.6
茨　城 13 68 118 109 295 22.7 5.2 4.4
栃　木 14 86 183 142 411 29.4 6.1 5.4
群　馬 12 61 106 76 243 20.3 5.1 4.3
埼　玉 16 45 95 147 287 17.9 2.8 1.6
千　葉 8 17 42 18 77 9.6 2.1 3.3
東　京 33 62 109 67 238 7.2 1.9 1.1
神奈川 12 16 40 33 89 7.4 1.3 1.9
山　梨 6 35 71 13 119 19.8 5.8 8.0
新　潟 10 57 102 73 232 23.2 5.7 5.4
長　野 14 38 52 43 133 9.5 2.7 2.9
富　山 8 85 105 91 281 35.1 10.6 10.4
石　川 8 179 215 147 541 67.6 22.4 12.8
福　井 7 91 96 37 224 32.0 13.0 12.9
静　岡 18 53 62 47 162 9.0 2.9 2.1
愛　知 29 252 428 493 1,173 40.4 8.7 8.6
岐　阜 11 102 95 58 255 23.2 9.3 7.3
三　重 9 92 132 0 224 24.9 10.2 6.2
滋　賀 8 11 13 13 37 4.6 1.4 1.9
京　都 7 41 87 84 212 30.3 5.9 5.6
大　阪 29 41 115 108 264 9.1 1.4 1.5
兵　庫 20 103 201 177 481 24.1 5.2 6.3
奈　良 4 11 13 6 30 7.5 2.8 2.3
和歌山 6 15 17 11 43 7.2 2.5 2.0
鳥　取 5 7 28 28 63 12.6 1.4 3.2
島　根 4 18 39 46 103 25.8 4.5 3.0
岡　山 20 109 215 211 535 26.8 5.5 6.5
広　島 14 99 175 167 441 31.5 7.1 6.6
山　口 18 120 172 104 396 22.0 6.7 6.1
徳　島 5 40 63 58 161 32.2 8.0 5.5
香　川 7 37 48 39 124 17.7 5.3 5.1
愛　媛 10 122 105 31 258 25.8 12.2 9.7
高　知 6 50 73 7 130 21.7 8.3 7.8
福　岡 23 230 452 311 993 43.2 10.0 8.2
佐　賀 8 57 148 107 312 39.0 7.1 6.4
長　崎 9 301 399 250 950 105.6 33.4 28.1
熊　本 14 271 483 246 1,000 71.4 19.4 19.1
大　分 12 114 147 90 351 29.3 9.5 10.5
宮　崎 11 116 115 12 243 22.1 10.5 8.9
鹿児島 19 216 337 76 629 33.1 11.4 12.1
沖　縄 9 56 76 22 154 17.1 6.2 6.0
全　国 591 4,298 6,778 4,845 15,921 26.9 7.3 6.8

１校あたりゴールド

資料21　工業高校生に対するジュニアマイスター顕彰制度の認定状況
（2018年度実績)

(注)1.ジュニアマイスター顕彰制度は、全国工業高等学校長協会が実施するも

      ので、工業高校生が取得した資格や合格した検定試験、コンクールなど

      の成績を得点に換算して顕彰する制度。

    2.加盟校数は、同協会加盟校数。

    3.資料出所：全国工業高等学校長協会資料より金属労協政策企画局で作

                成。

都道府県
加盟校数

(工業高校)

認　定　数
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ことは、きわめて遺憾と言わざるを得ません。 

新たに2019年度より「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」が始まりました（2019

年度予算２億5,100万円、終了予定なし）が、予算は設備備品の購入にも使えることになってい

ます。専門高校については、「地域の産業界等との連携・協働による実践的な職業教育を推進し、

地域に求められる人材を育成」することを目的としており、その積極的な活用を促していくこ

とが重要です。 

 

資料22 「地域との協働による高等学校教育改革推進事業」の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：文部科学省「2019年度予算(案)のポイント」 

 

➄専攻科の拡充 

高等学校には、卒業生もしくはそれと同等以上の学力を有する者に対して、精深な程度にお

いて、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として、専攻科が設けられている

場合があります。修業年限は１年以上ですが、実際には２年のものが多いと言われています。

一定の要件を満たした専攻科の卒業生は、大学に編入することができ、また科目履修により大

学で単位を取得した場合には、学士の学位を取得することができます。普通科以外の高校約

2,300に対し、専攻科のある学校は140程度に止まっており、国家試験受験資格の関係で、看護

科、水産科が多い状況にありますが、第４次産業革命の進展の下、工学系の技術・技能者につ

いても、ＩＣＴ系のリテラシーが不可欠となっていることから、工業高校についても積極的に

専攻科を設置し、リカレント教育にも活用していくことが有効と考えられます。 
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➅工業高校、工業高等専門学校卒業者の地元ものづくり産業での再就職支援 

工業高校や工業高等専門学校の卒業生は、全国の有力企業に就職する場合が多く、なかには、

地元企業への就職率が低いため、都道府県の予算を使うのは無駄と考えている首長も存在する

ようです。住民の子どもが全国で活躍することはきわめて有意義なことであり、予算が無駄で

ないことはもちろんですが、短期間のうちに離職した場合や、家庭の事情などにより、地元に

転職する必要がある場合などには、母校が地元での再就職を支援するシステムの構築が有効と

思われます。 

 

➆実習助手の待遇改善 

工業高校では、機械科、電気科などの専門学科ごとに、教諭５人に対し実習助手２人が配置

され、「機械実習」「電気実習」「製図」など、実習を伴う授業の指導を行っています。準備や後

片付けだけでなく、指導計画の作成や成績評価も行うなど、実質的に技術・技能教育の最前線

で生徒の指導にあたっており、多くの実習助手は校務分掌を分担し、部活動の指導を行ってい

るにもかかわらず、待遇が恵まれていなかったり、出張ができないなど活動が制限される状況

となっています。実習助手の半数は教員免許を取得しており、取得していない場合でも、認定

講習によって教員免許を取得することができます。工業高校の教育の根幹は言うまでもなく実

習であり、「実習助手」については、職務を適正に反映する名称・待遇・活動を確立する必要が

あります。 

 

 

  

都道府県 補職名・呼称 都道府県 補職名・呼称
青　森 実習教諭、実習講師 愛　知 実習教師
山　形 実習教諭、実習講師 滋　賀 実習教諭
福　島 実習教諭、主任実習講師、実習講師 鳥　取 実習教諭
茨　城 実習教諭、実習講師 広　島 実習教諭
神奈川 実習指導員 徳　島 実習主任
新　潟 実習教諭、実習教員 愛　媛 実習助教諭
富　山 実習教諭 佐　賀 実習教諭、実習教師
山　梨 実習教諭、実習講師 大　分 実習教諭
長　野 実習担任教諭 宮　崎 実習教師
岐　阜 実習教諭 沖　縄 実習教諭

資料出所：日教組資料より金属労協政策企画局で作成。

資料23　実習助手に関する補職名・呼称の例
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４．ワークルール遵守に向けた仕組みづくり 

 

➀地方連合会と都道府県社会保険労務士会との意見交換・情報交換 

社会保険労務士法第１条では、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとと

もに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」とされており、

社会保険労務士倫理綱領では、「社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を

旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない」とされています。 

しかしながら現実には、助成金の不正受給のための書類の虚偽申請、所定労働時間の延長な

ど労働条件引き下げを助長する内容や労働組合への対抗策のホームページへの掲載などといっ

た行為も少なくなく、そうした事例への対応も、地域ごとに差がある状況となっています。 

2016年３月、厚生労働省より「社会保険労務士の不適切な情報発信の防止について」とする

通達が出され、全国社会保険労務士会連合会は「社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられ

る情報発信に関する指導指針」を策定しましたが、社労士会との意見交換・情報交換を通じて、

必要な対応を促し、こうした問題の抜本的解消を促していくことが重要です。 

 

資料24 全国社会保険労務士会連合会「社労士の職業倫理に照らし不適切と考えられる 

情報発信に関する指導指針」（2016年４月） 

１．本指針の趣旨 

近年、インターネット等の様々なメディアによる情報発信が、手軽に、かつ廉価に行うことができるように

なり、多くの社労士がその専門的知見や業務に関する情報を発信し、国民の利便向上に貢献している一方で、

一部の社労士が、その職業倫理に照らして不適切と考えられる情報発信を行っている。 

このような不適切な情報発信は、全国の社労士に対する国民からの信用を失墜させるおそれがある。 

以上を踏まえて、全国社会保険労務士会連合会と都道府県社会保険労務士会（以下「都道府県会」という。）

が連携し、不適切な情報発信を防止するとともに、かかる情報発信を行う社労士に対する厳格な指導を実施す

ることにより、社労士としての品位保持、職業倫理の向上を実現するため、本指針を定めるものである。 

 

２．不適切と考えられる情報発信 

不適切と考えられる情報発信とは、その内容が社会保険労務士法（以下「法」という。）第１条、第１条の

２及び第16条の規定に反するもの、あるいはそのおそれのあるものをいう。 

具体的には、過去の処分事例に照らせば、次の５つのいずれかに該当する情報が発信されている場合、指導

の対象となるものと考えられる。 

①社労士制度の目的（事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること）に反する内容 

②社労士の職責（公正な立場での業務の遂行）に反する内容 

③社労士の業務を行うに当たり必要とされる労働社会保険諸法令の理解が不十分と認められる内容 

④社労士の信用及び品位を害する内容 

⑤使用者による労働者に対する違法な権利侵害や刑罰法規に違反する行為をそそのかすような内容 

なお、上記に該当する情報発信を行った場合は、法第25条の３に定める懲戒処分事由の「この法律の規定に

違反したとき及び社労士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」に該当する、あるいはそのおそれが

あることとなり、懲戒処分又は指導の対象となり得るものと考えられる。 

 

３．不適切な情報発信の事例 

不適切な情報発信に該当する、あるいはそのおそれのあるものの具体的な事例を以下に示す。これらは近年

インターネット等で散見されるものの一例であるが、この他にも上記の５つの視点に照らして該当する、ある
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いはそのおそれのあるものや、国民に不適切な情報発信であるとの誤解を生じるものについては、指導の対象

となるものであり、個々の社労士において直ちに是正すべきものである。 

(1) メンタルヘルス対策等その重要性が社会的に共有されている取組みを否定するような事例 

・「社員をうつ病に罹患させる方法」 

・「合法的なパワハラの方法」 

(2) 就業規則の作成等に関し使用者がいたずらに労働条件を引き下げることを促すような事例 

・「労働基準法上必要のない休暇を与えていませんか」 

・「労働時間はそのままに残業代を大幅削減」 

(3) 労働社会保険の保険料を不当に引き下げる脱法行為を推奨するような事例 

・「社会保険料の削減をお教えします」 

(4) 労働社会保険の助成金、年金給付等について、依頼者に過度の期待をさせるような事例 

・「○○助成金獲得のノウハウ教えます。成功報酬は支給額の○％で。」 

・「障害年金、必ずもらえる診断書を医師に書かせる方法」 

(5) 公正さを疑わしめるような事例 

・「100％会社側」 

・「労働者の味方」 

・「行政の指導に対抗できます」 

(6) その他（上記に類するような事例） 

・厚生労働省が作成する「モデル就業規則」の目的を否定するような表現 

 

４．不適切な情報発信に対する指導 

都道府県会は、所属する社労士による不適切と考えられる情報発信が確認された場合、直ちにこれを是正（修

正、削除等）するよう、会則に基づき当該社労士に対する指導を行う。 

なお、指導に従わないため処分が必要な場合又はその態様から指導を行わず直ちに処分を行うことが必要な

場合については、会則に基づき当該社労士に対する処分を行う。 

資料出所：全国社会保険労務士会連合会 

 

うち修正数 うち修正数 うち修正数

修正不十分 修正不十分 修正不十分

全国計 441 347 46 富　山 6 6 1 島　根 1 1
北海道 20 19 3 石　川 3 2 1 岡　山 8 8
青　森 福　井 6 5 広　島 6 5
岩　手 3 3 山　梨 4 4 山　口 4 3 1
宮　城 3 3 長　野 1 0 徳　島 1 1
秋　田 3 3 岐　阜 5 2 香　川 2 2
山　形 1 1 1 静　岡 15 12 愛　媛 2 2
福　島 5 5 愛　知 19 14 3 高　知 2 2
茨　城 5 5 1 三　重 6 6 福　岡 8 8
栃　木 3 3 滋　賀 4 4 2 佐　賀 2 2
群　馬 3 3 京　都 15 15 長　崎 4 4
埼　玉 13 11 4 大　阪 50 44 3 熊　本 3 3
千　葉 13 9 1 兵　庫 29 29 1 大　分 5 5 1
東　京 113 63 18 奈　良 3 3 宮　崎 2 2 2
神奈川 22 13 2 和歌山 鹿児島 9 3 1
新　潟 4 4 鳥　取 3 3 沖　縄 2 2

(注)1.「不適切な情報発信」の事例としては、

　　　➀残業代を削減するために、所定労働時間の延長を呼びかける。

　　　②厚生労働省の「モデル就業規則」を貶める。

　　　➂「労働基準監督署の指導対策」。

　　　④社会保険料の削減を呼びかける。

　　　➄「100％経営者の立場で･･･」と売り込む。

　　　➅「労働組合対策、団体交渉への出席」を宣伝する。

　　　➆「首切りの方法を教えます」と売り込む。

　　2.網掛けは苦情申し立てのないところ、またはすべての申し立てに対し、必要な修正がなされていると

　　　ころ。

　　3.資料出所：ＪＡＭ

資料25　社会保険労務士による「不適切な情報発信」に関するＪＡＭから都道府県社労士会に対する
苦情申し立て（2015年11月～2019年１月）

都道

府県

都道

府県

都道

府県

苦情

申し立て

苦情

申し立て

苦情

申し立て
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５．特定最低賃金の取り組み強化 

 

➀特定最低賃金の金額改正・新設に関わる必要性審議・金額審議の取り組み強化と、組織

内における特定最低賃金の意義・重要性の共有化 

賃金は、マクロ経済の状況を反映して形成された社会的相場の幅の中で決定されるべきもの

ですが、マクロ経済の状況の中には、当然、労働力需給が含まれます。市場競争原理からすれ

ば、人手不足の度合いが大きければ大きいほど、賃金水準は上昇するはずです。実際に、賃上

げ取り組み前（2013年度）と直近の2017年度における、新規求人数の増加率と若年層の賃金上

昇率との関係を産業大分類で見てみると、おおむねそうした傾向を見てとることができます。 

しかしながら、金属産業（産業中分類の金属産業の各業種を合計したもの）では、新規求人

数の増加率が他の産業に比べ際立って大きいのに対し、賃金上昇率は産業計よりも大幅に低く、

市場競争原理が有効に機能していない、「公正競争」が阻害されている状況にあります。 

金属産業では、熾烈なグローバル競争を繰り広げており、見かけ上は賃金水準が日本の数分

の一となっている新興国、途上国と競争しているため、賃金水準の違いを理由とした賃金の下

押し圧力が強い状況にあります。もし仮に、新興国や途上国との競争によって、金属産業では

他の産業に比べ付加価値の確保が厳しい状況となっており、その増加率も低いということであ

れば、他の産業に比べ賃金水準が低い、賃金上昇率が低いという状況が生じても、「社会的相場」

の幅の中であれば、やむをえないところです。 

しかしながら実際には、金属産業の産み出している労働時間あたりの付加価値は、全産業に

比べ３割程度高い状況にあります。賃上げ取り組み前（2013年）と直近の2017年を比べてみる

と、労働時間あたりの付加価値の増加率は、全産業では6.5％に止まっているのに対し、金属産

業では14.3％に達しています。一方、この間の労働時間あたり人件費の上昇率は、全産業が4.5％

であるのに対し、金属産業は3.9％となっており、むしろ金属産業のほうが低い状況にあります。

こうしたことから労働分配率は、全産業が58.6％から57.5％へ1.1ポイント低下していますが、

金属産業計では55.9％から50.8％へ5.1ポイントも低下しています。 

こうした点においても、金属産業では市場競争原理が損なわれており、公正競争が阻害され

ている、と判断せざるをえません。 

帝国データバンクの「最低賃金改定に関する企業の意識調査」（有効回答9,746社）によると、

2018年の地域別最低賃金の引き上げについて、引き上げ額を「妥当」とする企業は43.8％、「低

い」とする企業も15.2％に達しており、「高い」とする企業は13.7％に止まっています。最低賃

金に関する中央の経営者団体の認識は、企業の意識とずれが生じている可能性があります。 
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(％) 産業計 15.6 5.5

鉱業､採石業､砂利

採取業
16.2 6.5

建設業 11.3 7.8

製造業 32.2 3.6

　うち金属産業 41.1 4.1

電気･ｶﾞｽ･熱供給･

水道業
32.7 6.1

情報通信業 △ 2.4 1.8

運輸業､郵便業 14.8 6.7

卸売業､小売業 16.6 6.7

金融業､保険業 △ 6.6 3.3

不動産業､物品賃貸業 17.7 8.1

学術研究､専門･技

術ｻｰﾋﾞｽ業
△ 4.0 9.6

宿泊業､飲食ｻｰﾋﾞｽ業 36.5 9.1

生活関連ｻｰﾋﾞｽ業､

娯楽業
11.8 4.7

教育､学習支援業 27.5 11.3

医療､福祉 27.4 3.9

複合ｻｰﾋﾞｽ事業 39.0 13.5

ｻｰﾋﾞｽ業(他に分類

されないもの)
△ 1.8 8.3

賃金

上昇率
産　　業

新規求人

数増加率

(注)1.若年層の賃金上昇率は、一般労働者・高校卒・19歳以下の所定

　　　内賃金の上昇率。

　　2.金属産業は、産業中分類の金属産業各業種を合計したもの。

　　3.資料出所：厚生労働省「一般職業紹介状況｣､｢賃金構造基本統

　　　　　　　　計調査」より金属労協政策企画局で作成。
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資料26　新規求人数増加率と若年層の賃金上昇率との関係
（産業大分類ごと・2013年度➝2017年度）

　　新規求人数増加率（％）

産業計

金属産業

0

2

4

6

8

10

12

14

16

△ 10 0 10 20 30 40 50

(円・％・ポイント)

2013年=100

①国内総生産
全産業 4,324 4,394 4,547 4,564 4,603 106.5

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
製造業 4,897 5,053 5,534 5,547 5,591 114.2

(113.3) (115.0) (121.7) (121.5) (121.5)
金属産業計 5,222 5,610 6,104 5,880 5,970 114.3

(120.8) (127.7) (134.3) (128.8) (129.7)
②雇用者報酬
全産業 2,534 2,563 2,584 2,633 2,648 104.5

(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)
製造業 2,645 2,681 2,695 2,726 2,754 104.1

(104.4) (104.6) (104.3) (103.5) (104.0)
金属産業計 2,919 2,961 2,988 3,009 3,033 103.9

(115.2) (115.5) (115.6) (114.3) (114.5)
➂労働分配率 2013年との差
全産業 58.6 58.3 56.8 57.7 57.5 -1.1
製造業 54.0 53.1 48.7 49.1 49.3 -4.8
金属産業計 55.9 52.8 49.0 51.2 50.8 -5.1

(注)1.カッコ内は、全産業＝100とした比率。

    2.労働時間は雇用者の数値を使用。

　　3.資料出所：内閣府「国民経済計算」より金属労協政策企画局で作成。

2017年2016年

資料27　労働時間あたりの付加価値と雇用者報酬

項目・産業 2013年 2014年 2015年

(％)

回　答 割　　　合

低　い 15.2

妥　当 43.8

高　い 13.7

分からない 27.4

資料出所：帝国データバンク「最低賃金改定に関する企業

　　　　　の意識調査(2018年)｣､有効回答9,746社

資料28　地域別最低賃金引き上げ額の妥当性（2018年）
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６．仕事と家庭の両立支援 

 

➀事業所内保育施設の支援 

➆企業主導型保育事業の活用 

企業主導型保育事業に関しては、2018年３月の時点で2,597施設に達し、施設数だけであれば、

すでに認定こども園に対して４割に及ぶ状況となっており（人数では７％強）、国では2019年度

予算において、前年を319億円上回る2,016億円の予算を確保しています。定員割れ、共同利用

の際の責任の所在、助成の遅延などに関して問題点が指摘されていますが、地方自治体として

も、こうした諸問題に適切に対応しつつ、「子ども・子育て支援新制度」の主要な柱として、一

層の拡充を促していく必要があります。 

ただし企業主導型保育事業は、もともと保育拡大を図る趣旨のものであることから、制度導

入前から存在する事業所内保育施設には支給されません。そうした施設には労働保険特別会計

の「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金」が支給されていますが、助成額は企業主導型

保育事業に比べて低く、支給期間も運営費の助成で10年間に限られています。自治体として、

独自の支援を行うことにより、こうした施設の維持を図っていくことが重要です。 

資料29 企業主導型保育事業における助成内容 

 

資料出所：内閣府「会社がつくる保育園」 

 

➁余裕教室の活用による保育所設置 

2016年６月に策定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、保育所に関し、「空き教室など

の地域のインフラの活用による受け皿の拡大も促進する」とされていますが、2017年５月現在

で、保育施設として活用されている小・中学校等の余裕教室は全国で81教室にすぎず、いまだ

３桁に達していません。余裕教室のほとんどは何らかの形で活用されていますが、そのうちの

多くを占める「スペース」とされている活用は、転用可能な場合も多いものと推測されます。 
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資料31 余裕教室の保育所への転用事例 

 

資料出所：文部科学省「子供と地域を元気にする余裕教室の活用」 

 

➂学童保育の拡充 

学童保育待機児童数は、2010年代に入ってから2.7倍以上に増大しており、とりわけ都道府県

によって激増しているところも見られます。公立小学校の校区の中で未設置校区の比率は、全

体では15.0％となっていますが、都道府県によっては、３割以上になっているところもありま

す。地域の状況を確認の上、必要な場合には強力な取り組みが必要となります。 

教室数 比率(％)
余裕教室 80,414 100.0

活用教室 79,216 98.5
当該学校施設として活用 75,817 94.3

学習方法・指導方法の多様化に対応したスペース 34,888 43.4
特別教室 17,427 21.7
児童･生徒の生活･交流のスペース 6,796 8.5
授業準備のスペース 5,152 6.4
教職員のためのスペース 3,602 4.5
学校用備蓄倉庫等 2,153 2.7
通級指導のためのスペース 1,903 2.4
地域への学校開放を支援するスペース 1,863 2.3
心の教室・カウンセリングルーム 1,524 1.9
外国人子弟等に対する日本語指導のための教室 509 0.6

他の学校施設として活用 195 0.2
学校施設以外への転用 3,204 4.0

放課後児童クラブ 2,152 2.7
地域防災用備蓄倉庫 260 0.3
放課後子供教室 242 0.3
社会教育施設等 137 0.2
保育施設 81 0.1
老人福祉施設 45 0.1
児童館等 44 0.1
その他 243 0.3

未活用教室 1,198 1.5

資料出所：文部科学省資料より金属労協政策企画局で作成。

活　用　状　況

資料30　公立小・中学校等における余裕教室の活用状況（2017年５月１日現在）
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なお運営主体については、地域運営委員会や父母会・保護者会によるものは、比率が低下し

てきていますが、引き続き公立公営、社会福祉協議会、学校法人、社会福祉法人、民間企業な

どへの転換を促していくことが必要です。 

 

 

 

➄病児・病後児・体調不良児の保育の拡充 

病児保育のための施設は、全国・2016年度の時点で病児対応型、病後児対応型、体調不良児

対応型、非施設型（訪問型）の合計で、2,572箇所に達していますが、年間延べ利用人数は病児

対応型と病後児対応型の合計で640,441人に止まっています。その後も増加しているとは思いま

すが、それでも、保育所利用児童数261万人に比べて、圧倒的に少ないと言わざるを得ません。

市町村ごとに、保育所などの分布状況を把握しながら、戦略的な病児保育施設の配置を行って

いくことが必要と思われます。 

病児保育にも用いられる内閣府の「地域子ども・子育て支援に必要な経費」は、2017年度の

執行率が90％で、120億円以上が使われていない状況にあります。大阪市への支出額は横浜市の

４割に達していないといった、ばらつきもあります。市町村が積極的に交付申請を行うよう、

都道府県としても促進していく必要があります。 

（人・校区・％）

北海道 126 124 -2 1,034 252 24.4 滋　賀 118 19 -99 220 19 8.6
青  森 27 109 82 285 49 17.2 京　都 106 162 56 372 40 10.8
岩  手 29 12 -17 313 76 24.3 大　阪 768 469 -299 981 112 11.4
宮  城 172 372 200 378 43 11.4 兵　庫 222 872 650 747 50 6.7
秋  田 30 80 50 197 36 18.3 奈　良 26 121 95 197 9 4.6
山  形 2 40 38 250 44 17.6 和歌山 0 105 105 251 75 29.9
福　島 122 244 122 442 108 24.4 鳥　取 0 64 64 123 8 6.5
茨　城 111 397 286 478 39 8.2 島　根 95 117 22 201 34 16.9
栃　木 6 55 49 360 51 14.2 岡　山 100 140 40 386 35 9.1
群　馬 62 66 4 307 20 6.5 広　島 18 193 175 471 42 8.9
埼　玉 459 1,665 1,206 810 24 3.0 山　口 99 348 249 305 37 12.1
千　葉 313 1,455 1,142 791 59 7.5 徳　島 2 70 68 188 38 20.2
東　京 1,245 3,812 2,567 1,268 203 16.0 香　川 90 305 215 161 15 9.3
神奈川 200 571 371 852 187 21.9 愛　媛 17 262 245 282 76 27.0
新　潟 11 43 32 459 88 19.2 高　知 6 96 90 230 96 41.7
富　山 5 112 107 188 15 8.0 福　岡 140 429 289 726 43 5.9
石　川 2 19 17 205 17 8.3 佐　賀 7 270 263 162 9 5.6
福　井 0 0 0 198 23 11.6 長　崎 10 34 24 324 104 32.1
山　梨 37 99 62 175 9 5.1 熊　本 28 236 208 347 47 13.5
長　野 23 14 -9 362 41 11.3 大　分 46 117 71 269 21 7.8
岐　阜 76 137 61 367 55 15.0 宮　崎 282 249 -33 239 65 27.2
静　岡 344 798 454 500 62 12.4 鹿児島 109 387 278 512 170 33.2
愛　知 364 840 476 969 136 14.0 沖　縄 118 758 640 265 83 31.3
三　重 35 70 35 371 70 18.9 全　国 6,208 16,957 10,749 19,518 2,935 15.0

資料出所：全国学童保育連絡協議会資料より金属労協政策企画局で作成。
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校区
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比率
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資料32　学童保育待機児童、未設置校区の状況

都道

府県 2010年 2018年 増加数

都道

府県

未設置校区（2018年）

2010年 2018年 増加数
公立小

学校数

待機児童数 待機児童数未設置校区（2018年）
公立小

学校数

（カ所・％）

同比率 同比率
公立公営 8,155 41.3 10,391 33.2 2,236
社会福祉協議会 2,165 11.0 4,059 13.0 1,894
地域運営委員会 3,654 18.5 4,686 15.0 1,032
父母会・保護者会 1,478 7.5 1,426 4.6 -52
法人等 4,292 21.7 10,703 34.2 6,411
　ＮＰＯ法人 2,850 9.1
　民間企業 1,933 6.2
　その他法人等 5,920 18.9

合　計 19,744 100.0 31,265 100.0 11,521

資料出所：全国学童保育連絡協議会

資料33　学童保育の運営主体

運営主体
2010年 2018年

増加数
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なお、ネットでの利用申し込みについては、不適切な申し込みが度重なる利用者に関して電

話連絡を必要とするなど、柔軟な制度設計が重要と思われます。 

 

 

➅特別養護老人ホームの増設促進 

特別養護老人ホームの待機状況の調査に関しては、①2015年より、新規入所者が原則要介護

３～５に限られることになった、②重複申込等の排除を従来よりも徹底し、入所申込者数の実

数により近づけることになった、ことから、前回調査（2013年の523,584人）よりも大幅に減少

し、292,567人となっていますが、それでも定員の約６割の状況となっています。都道府県によ

（箇所・人）

政令市・中核市 その他 計 政令市・中核市 その他 計 頻度(年)
北海道 9 34 43 2,714 4,154 6,868 11.2
青  森 8 17 25 2,517 5,277 7,794 4.2
岩  手 5 51 56 2,083 2,877 4,960 5.9
宮　城 7 15 22 1,991 877 2,868 14.4
秋　田 12 48 60 1,675 3,247 4,922 4.7
山　形 0 57 57 - 3,213 3,213 7.9
福　島 7 16 23 3,864 455 4,319 7.2
茨　城 0 104 104 0 7,505 7,505 7.4
栃　木 6 61 67 2,908 2,760 5,668 6.9
群　馬 30 38 68 2,751 1,327 4,078 10.9
埼　玉 15 63 78 4,003 8,825 12,828 9.3
千　葉 15 93 108 7,873 12,473 20,346 5.2
東　京 3 177 180 1,521 65,905 67,426 4.0
神奈川 34 17 51 24,980 5,304 30,284 5.0
新　潟 9 27 36 12,076 10,946 23,022 2.7
富　山 42 82 124 2,808 2,651 5,459 5.2
石　川 12 76 88 6,949 6,622 13,571 2.5
福　井 0 43 43 - 10,978 10,978 2.3
山　梨 0 31 31 - 5,640 5,640 3.7
長　野 1 26 27 51 8,014 8,065 6.2
岐　阜 5 24 29 6,889 4,218 11,107 3.4
静　岡 6 67 73 2,255 7,928 10,183 6.3
愛　知 25 39 64 16,729 9,037 25,766 6.0
三　重 0 11 11 - 6,087 6,087 6.5
滋　賀 15 23 38 1,255 2,517 3,772 8.8
京　都 7 39 46 4,083 6,589 10,672 5.4
大　阪 171 228 399 24,682 12,611 37,293 4.5
兵　庫 23 33 56 17,117 7,968 25,085 4.1
奈　良 4 33 37 1,202 3,011 4,213 5.8
和歌山 2 8 10 902 2,111 3,013 6.7
鳥　取 0 18 18 - 7,725 7,725 2.3
島　根 0 33 33 - 10,315 10,315 2.2
岡　山 10 32 42 9,910 2,195 12,105 3.7
広　島 20 31 51 19,428 4,787 24,215 2.6
山　口 7 21 28 3,577 22,420 25,997 1.0
徳　島 0 28 28 - 8,520 8,520 1.9
香　川 7 10 17 7,687 6,256 13,943 1.6
愛　媛 4 14 18 5,643 4,726 10,369 2.4
高　知 20 9 29 2,008 792 2,800 7.5
福　岡 34 36 70 39,216 14,707 53,923 2.2
佐　賀 0 12 12 - 2,708 2,708 8.8
長　崎 11 29 40 10,819 7,181 18,000 2.0
熊　本 8 25 33 6,177 9,631 15,808 3.5
大　分 4 20 24 5,977 7,670 13,647 1.9
宮　崎 6 16 22 3,417 5,335 8,752 3.7
鹿児島 7 27 34 8,782 6,498 15,280 2.7
沖　縄 3 16 19 2,517 6,812 9,329 5.8
計 614 1,958 2,572 281,036 359,405 640,441 4.1

資料34　病児保育事業の実施状況（2016年度確定ベース）

実施箇所数
都道府県

年間延べ利用人数

(注)1.実施箇所数は病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型、非施設型（訪問型）

　　　の合計。年間延べ利用人数は病児対応型、病後児対応型の合計。
　　2.頻度は「保育所利用児童数(2018年４月)÷年間延べ利用人数(2016年度)」で、仮に

　　　保育所利用児童だけが利用するとして、全国平均では4.1年に１回の頻度になる。
　　3.資料出所：厚生労働省「病児保育事業の実施状況｣､｢保育所等関連状況取りまとめ｣

　　　　　　　　より金属労協政策企画局で作成。
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（人・％）
都道府県 施設数 定員① 入所申込者数② 比率（②÷①）
北海道 327 21,783 12,774 58.6
青  森 89 5,135 3,480 67.8
岩 手 111 6,555 4,406 67.2
宮 城 139 8,329 6,652 79.9
秋 田 112 6,309 6,748 107.0
山 形 97 7,143 4,632 64.8
福 島 135 9,383 8,494 90.5
茨 城 208 12,499 5,059 40.5
栃 木 120 6,551 3,399 51.9
群 馬 152 8,748 4,959 56.7
埼 玉 343 28,232 7,951 28.2
千 葉 318 20,549 10,165 49.5
東 京 466 41,030 24,815 60.5
神奈川 344 29,441 16,691 56.7
新 潟 195 14,082 11,070 78.6
富 山 76 5,083 3,234 63.6
石 川 71 5,808 2,244 38.6
福 井 65 4,143 2,292 55.3
山 梨 50 2,906 4,860 167.2
長 野 142 9,767 2,343 24.0
岐 阜 117 8,939 6,737 75.4
静 岡 226 15,727 6,749 42.9
愛 知 235 20,374 10,006 49.1
三 重 147 8,467 5,359 63.3
滋 賀 76 4,858 4,905 101.0
京 都 142 10,446 8,755 83.8
大 阪 372 28,214 12,048 42.7
兵 庫 302 20,476 14,983 73.2
奈 良 95 6,323 3,187 50.4
和歌山 82 4,703 2,603 55.3
鳥 取 41 2,807 2,084 74.2
島 根 82 4,233 3,354 79.2
岡 山 148 9,203 6,918 75.2
広 島 166 10,120 9,968 98.5
山 口 93 6,141 5,001 81.4
徳 島 62 3,296 1,161 35.2
香 川 84 4,831 3,392 70.2
愛 媛 99 5,725 6,385 111.5
高 知 55 3,826 2,584 67.5
福 岡 280 18,650 6,468 34.7
佐 賀 48 3,003 2,083 69.4
長 崎 112 6,189 2,846 46.0
熊 本 123 6,665 4,666 70.0
大 分 73 4,311 2,795 64.8
宮 崎 87 5,057 3,575 70.7
鹿児島 141 8,632 5,100 59.1
沖 縄 55 4,059 2,587 63.7
全　国 7,103 488,751 292,567 59.9

資料35　特別養護老人ホームにおける入所申込者
（2016年・要介護３～５）

(注)1.重複申し込み等の排除を、従来よりも徹底している。
　　2.施設数、定員は10月１日時点、入所申込者数は４月１日時点。
　　3.資料出所：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査｣､｢特別養
　　　　　　　　護老人ホームの入所申込者の状況」より金属労協政策企
　　　　　　　　画局で作成。

っては、定員の100％以上に及んでいるところもあり、地域の状況に応じて増設を図っていくこ

とが不可欠となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➇看護・介護、私傷病治療などによる退職の防止 

組合員が介護によって退職に追い込まれることのないよう、電機連合では、相談窓口の設置・

周知をはじめとする「介護支援ガイドライン」を策定し、個人向け、組合役員向けに詳細な手

引きを示しています。 
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資料36 電機連合の介護支援ガイドライン 
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７．外国人技能実習制度、新しい在留資格「特定技能」の適正な運用 

 

➀外国人技能実習生、特定技能外国人の死亡・失踪、監理団体や登録支援機関、受け入れ

企業による不正行為の根絶 

2018年10月末時点の外国人労働者数は146万人に達しており、技能実習生は前年に比べ19.7％

増、３割（栃木、福岡）、４割（熊本）、５割（沖縄）の増加となっているところもあります。

2019年４月から新しい在留資格「特定技能」が創設されることから、外国人労働者数は一層の

拡大が予想されるところであり、地方自治体の対応強化が不可欠となっています。 

 

 

 

➂「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」の実践 

 

資料39 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策 

生活者としての外国人に対する支援（概要） 

２０１８年１２月２５日 

外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 

(1) 暮らしやすい地域社会づくり 

①行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備 

 ○行政・生活全般の情報提供・相談を多言語で行う一元的窓口に係る地方公共団体への支援制度の創設（「多

文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」（全国約100か所、11言語対応）の整備） 

 ○安全・安心な生活・就労のための新たな｢生活・就労ガイドブック(仮)｣（11言語対応）の作成・普及 

 ○多言語音声翻訳システムのプラットフォームの構築と多言語音声翻訳システムの利用促進 

②地域における多文化共生の取組の促進・支援 

（人・％）

前年比 前年比 前年比
全国計 1,460,463 308,489 19.7 富　山 10,334 5,206 16.7 島　根 4,297 1,934 12.3
北海道 21,026 10,357 21.1 石　川 9,795 4,793 15.0 岡　山 16,297 7,704 15.9
青　森 3,137 1,946 19.3 福　井 8,651 3,908 12.6 広　島 31,851 15,354 12.9
岩　手 4,509 2,803 15.3 山　梨 6,910 1,432 13.6 山　口 7,723 3,416 14.1
宮　城 11,001 3,676 25.9 長　野 17,923 6,357 22.8 徳　島 4,389 2,869 9.1
秋　田 1,953 958 22.5 岐　阜 31,279 11,641 10.4 香　川 8,703 5,222 12.2
山　形 3,754 1,937 25.9 静　岡 57,353 11,989 20.5 愛　媛 8,376 5,555 5.9
福　島 8,130 3,337 25.8 愛　知 151,669 33,310 17.6 高　知 2,592 1,534 9.2
茨　城 35,062 13,174 16.0 三　重 27,464 8,876 18.2 福　岡 46,273 10,624 28.5
栃　木 24,016 6,724 29.0 滋　賀 17,238 4,071 16.4 佐　賀 5,258 2,366 17.9
群　馬 34,526 8,201 21.1 京　都 17,436 3,773 17.5 長　崎 5,433 2,462 △ 6.3
埼　玉 65,290 13,150 24.7 大　阪 90,072 16,403 25.9 熊　本 10,155 6,295 39.1
千　葉 54,492 11,988 23.0 兵　庫 34,516 9,024 19.0 大　分 6,254 3,094 17.9
東　京 438,775 15,182 27.6 奈　良 4,116 1,805 15.7 宮　崎 4,144 2,800 19.6
神奈川 79,223 9,776 27.4 和歌山 2,395 905 11.2 鹿児島 6,862 4,343 28.6
新　潟 8,918 3,282 26.7 鳥　取 2,755 1,519 15.6 沖　縄 8,138 1,414 52.7

資料出所：厚生労働省

資料37　外国人労働者数（2018年10月末）

都道

府県

全在留

資格計

うち技能実習 うち技能実習 うち技能実習都道

府県

全在留

資格計

都道

府県

全在留

資格計

項　　　目 期間 単位 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
死亡者 35 27 24 20 19 27 34 30 29
　うち脳・心疾患 16 9 3 6 2 8 6 8 8
失踪（２号） 1,627 954 1,052 1,115 1,532 2,822 3,139 3,110
失踪（全体） 1,534 2,005 3,566 4,847 5,803 5,058 7,089
不正行為機関数 452 360 163 184 197 230 241 273 239 213
　企業単独型 7 2 3 2 0 0 0 3 2 3
　団体監理型 445 358 160 182 197 230 241 270 237 210
　　  うち実習実施機関 416 324 143 168 188 210 218 238 202 183
　　    うち機械･金属関係 81 43 13 11 4 7 12 10 14 9

資料38　外国人技能実習制度における死亡・失踪・不正行為

(注)1.グレーは2008年(度)以降で最少の年。

　　2.資料出所：ＪＩＴＣＯ（国際研修協力機構）、法務省

人
年度

年
機関
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 ○外国人材の受入れ支援や共生支援を行う受け皿機関の立ち上げ等地域における外国人材の活躍と共生社

会の実現を図るための地方公共団体の先導的な取組を地方創生推進交付金により支援 

○外国人の支援に携わる人材･団体の育成とネットワークの構築 

(2) 生活サービス環境の改善等 

①医療・保健・福祉サービスの提供環境の整備等 

 ○電話通訳や多言語翻訳システムの利用促進、マニュアルの整備、地域の対策協議会の設置等により全ての

居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制を整備 

○地域の基幹的医療機関における医療通訳の配置・院内案内図の多言語化の支援 

②災害発生時の情報発信・支援等の充実 

 ○気象庁ＨＰ、Ｊアラートの国民保護情報等を発信するプッシュ型情報発信アプリSafety tips等を通じた

防災･気象情報の多言語化･普及(11言語対応)、外国人にも分かりやすい情報伝達に向けた改善(地図情報､

警告音等） 

 ○三者間同時通訳による「119番」多言語対応と救急現場における多言語音声翻訳アプリの利用、災害時外

国人支援情報コーディネーターの養成 

③交通安全対策､事件・事故､消費者トラブル､法律トラブル､人権問題､生活困窮相談等への対応の充実 

○交通安全に関する広報啓発の実施、運転免許学科試験等の多言語対応 

○「110番」や事件･事故等現場における多言語対応 

○消費生活センター(「188番」)､法テラス､人権擁護機関(８言語対応)､生活困窮相談窓口等の多言語対応 

④住宅確保のための環境整備・支援 

○賃貸人・仲介事業者向け実務対応マニュアル、外国語版の賃貸住宅標準契約書等の普及(８言語対応) 

○外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・住宅情報提供・居住支援等の促進 

⑤金融・通信サービスの利便性の向上 

○金融機関における外国人の口座開設に係る環境整備、多言語対応の推進、ガイドラインの整備 

○携帯電話の契約時の多言語対応の推進、在留カードによる本人確認が可能である旨の周知の徹底 

(3) 円滑なコミュニケーションの実現 

①日本語教育の充実 

 ○生活のための日本語の標準的なカリキュラム等を踏まえた日本語教育の全国展開（地域日本語教育の総合

的体制づくり支援、日本語教室空白地域の解消支援等） 

 ○多様な学習形態のニーズへの対応（多言語ＩＣＴ学習教材の開発・提供､放送大学の教材やＮＨＫの日本

語教育コンテンツの活用・多言語化、全ての都道府県における夜間中学の設置促進等） 

○日本語教育の標準等の作成（日本版ＣＥＦＲ（言語のためのヨーロッパ共通参照枠）） 

○日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備 

②日本語教育機関の質の向上・適正な管理 

 ○日本語教育機関の質の向上を図るための告示基準の厳格化（出席率や不法残留者割合等の抹消基準の厳格

化、日本語能力に係る試験の合格率等による数値基準の導入等） 

○日本語教育機関に対する定期的な点検・報告の義務付け 

○日本語教育機関の日本語能力に関する試験結果等の公表義務・情報開示の充実 

○日本語教育機関に関する情報を関係機関で共有し､法務省における調査や外務省における査証審査に活用 

(4) 外国人児童生徒の教育等の充実 

○日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善と支援員等の配置への支援 

○地方公共団体が行う外国人児童生徒等への支援体制整備（ＩＣＴ活用、多様な主体との連携） 

 ○教員等の資質能力の向上（研修指導者の養成、地方公共団体が実施する研修への指導者派遣等による全国

的な研修実施の促進） 

○地域企業やＮＰＯ等と連携した高校生等のキャリア教育支援、就学機会の確保 

(5) 留学生の就職等の支援 

○大卒者・クールジャパン分野等の専修学校修了者の就職促進のための在留資格の整備等 

○中小企業等に就職する際の在留資格変更手続の簡素化 

○文部科学省による大学等の就職促進のプログラムの認定等 

 ○留学生の就職率の公表の要請、就職支援の取組状況や就職状況に応じた教育機関に対する奨学金の優先配

分、介護人材確保のための留学・日本語学習支援の充実 

○業務に必要な日本語能力レベルの企業ごとの違いなどを踏まえた多様な採用プロセスの推進 
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○産官学連携による採用後の多様な人材育成・待遇などのベストプラクティスの構築・横展開 

(6) 適正な労働環境等の確保 

①適正な労働条件と雇用管理の確保、労働安全衛生の確保 

 ○労働基準監督署・ハローワークの体制強化、外国人技能実習機構の体制強化、「労働条件相談ほっとライ

ン」の多言語対応（８言語対応） 

 ○｢外国人労働者相談コーナー｣･｢外国人労働者向け相談ダイヤル｣における多言語対応の推進･相談体制の

拡充 

②地域での安定した就労の支援 

○ハローワークにおける多言語対応の推進（11言語対応）と地域における再就職支援 

○地域ごとの在留外国人の状況を踏まえた情報提供・相談の多言語対応、職業訓練の実施 

(7) 社会保険への加入促進等 

○法務省から厚生労働省等への情報提供等による社会保険への加入促進 

○医療保険の適正な利用の確保（被扶養認定において原則として国内居住要件を導入､不適正事案対応等） 

○納税義務の確実な履行の支援等の納税環境の整備 
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